
大
分
県
都
市
公
園

平
成
十
九
年
八
月

条

例

施
行
規
則

大
分
県
土
木
建
築
部
公
園
・
生
活
排
水
課
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大
分
県
都
市
公
園
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

大
分
県
都
市
公
園
条
例

（
昭
和
五
十
三
年
七
月
二
十
日　

大
分
県
条
例
第
二
十
号
）

　
（
趣
旨
）

第
一
条　

こ
の
条
例
は
、
都
市
公
園
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
十
九
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。）、
都
市
公
園
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第

二
百
九
十
号
）
及
び
都
市
公
園
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
建
設
省
令

第
三
十
号
）に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、県
が
設
置
す
る
都
市
公
園（
以
下「
都

市
公
園
」
と
い
う
。）
の
設
置
及
び
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も

の
と
す
る
。

（
行
為
の
制
限
）

第
二
条　

都
市
公
園
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
し
よ
う
と
す

る
者
は
、
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

物
品
の
販
売
、
募
金
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
行
為
を
す
る
こ
と
。

二　

業
と
し
て
写
真
又
は
映
画
を
撮
影
す
る
こ
と
。

三　

興
行
を
行
う
こ
と
。

四　

競
技
会
、
展
示
会
、
博
覧
会
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
催
し
の
た
め 

　

に
都
市
公
園
の
全
部
又
は
一
部
を
利
用
す
る
こ
と
。

五　

県
が
管
理
す
る
公
園
施
設
の
う
ち
有
料
で
利
用
さ
せ
る
も
の
（
以

下
「
有
料
公
園
施
設
」
と
い
う
。）
に
広
告
物
（
屋
外
広
告
物
法
（
昭
和

二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
屋
外
広

告
物
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）
を
表
示
す
る
こ
と
。

２　

前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
行
為
の
目
的
、
行
為
の
期
間
、

行
為
を
行
う
場
所
又
は
公
園
施
設
、
行
為
の
内
容
そ
の
他
知
事
が
必
要
と

認
め
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

大
分
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

大
分
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則

（
昭
和
五
十
三
年
八
月
一
日　

大
分
県
規
則
第
四
十
一
号
）

　
（
趣
旨
）

第
一
条　

こ
の
規
則
は
、
大
分
県
都
市
公
園
条
例
（
昭
和
五
十
三
年
大
分
県

条
例
第
二
十
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項

を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
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３　

第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
許
可
を
受
け
た
事
項
を
変
更
し
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
当
該
変
更
に
係
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
知
事
に

提
出
し
て
そ
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４　

知
事
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
が
公
衆
の
都
市
公
園
の
利
用
に

支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
と
認
め
る
場
合
に
限
り
、
第
一
項
又
は
第
三
項
の
許

可
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

５　

知
事
は
、
第
一
項
又
は
第
三
項
の
許
可
に
都
市
公
園
の
管
理
の
た
め
必

要
な
範
囲
内
で
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
許
可
の
特
例
）

第
三
条　

法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許

可
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
許
可
を
受
け

る
こ
と
を
要
し
な
い
。

（
行
為
の
禁
止
）

第
四
条　

都
市
公
園
に
お
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
第
五
条
第
一
項
、
法
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第

三
項
又
は
第
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
許
可
に
係
る
も
の
に
つ
い

て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一　

都
市
公
園
を
損
傷
し
、
又
は
汚
損
す
る
こ
と
。

二　

竹
木
を
伐
採
し
、
又
は
植
物
を
採
取
す
る
こ
と
。

三　

土
地
の
形
質
を
変
更
す
る
こ
と
。

四　

鳥
獣
類
を
捕
獲
し
、
又
は
殺
傷
す
る
こ
と
。

五　

は
り
紙
、
は
り
札
そ
の
他
の
広
告
物
を
表
示
す
る
こ
と
。

六　

立
入
禁
止
区
域
に
立
ち
入
る
こ
と
。

七　

指
定
さ
れ
た
場
所
以
外
の
場
所
へ
車
両
を
乗
り
入
れ
、
又
は
と
め
て

　

お
く
こ
と
。

八　

指
定
さ
れ
た
場
所
以
外
の
場
所
で
、
た
き
火
そ
の
他
火
気
の
使
用
を

　

す
る
こ
と
。
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九　

都
市
公
園
を
そ
の
用
途
以
外
に
使
用
す
る
こ
と
。

（
利
用
の
禁
止
又
は
制
限
）

第
五
条　

知
事
は
、
都
市
公
園
の
損
壊
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
そ
の
利
用
が

危
険
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
又
は
都
市
公
園
に
関
す
る
工
事
の
た
め

や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
都
市
公
園
を
保
全
し
、
又
は
そ

の
利
用
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
区
域
を
定
め
て
、
都
市
公
園
の
利

用
を
禁
止
し
、
又
は
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
有
料
公
園
施
設
）

第
六
条　

有
料
公
園
施
設
は
、
別
表
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

２　

有
料
公
園
施
設
の
利
用
日
及
び
利
用
時
間
は
、
規
則
で
定
め
る
。

（
有
料
公
園
施
設
の
利
用
日
及
び
利
用
時
間
）

第
二
条　

条
例
第
六
条
第
二
項
の
有
料
公
園
施
設
の
利
用
日
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

有
料
公
園
施
設

利　
　
　
　

用　
　
　
　

日

軟
式
野
球
場

硬
式
野
球
場

庭

球

場

弓

道

場
　

一
月
五
日
か
ら
十
二
月
二
十
七
日
ま
で
（
火
曜
日

（
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法

律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
に
当
た
る
と

き
は
、
そ
の
翌
日
）
を
除
く
。）

水
泳
プ
ー
ル
　

七
月
一
日
か
ら
八
月
三
十
一
日
ま
で
（
火
曜
日
を

除
く
。） 

多
目
的
広
場
　

一
月
五
日
か
ら
十
二
月
二
十
七
日
ま
で
（
火
曜
日

（
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
休
日
に

当
た
る
と
き
は
、
そ
の
翌
日
）
を
除
く
。） 

駐

車

場

毎　
　

日

総
合
競
技
場

サ
ッ
カ
ー
・

ラ
グ
ビ
ー
場

野

球

場

投
て
き
場

サ
ブ
競
技
場

テ
ニ
ス
コ
ー
ト

多
目
的
運
動
広
場

大
芝
生
広
場

ス
テ
ー
ジ
の

附
属
設
備

　

一
月
四
日
か
ら
十
二
月
二
十
八
日
ま
で
（
木
曜
日

（
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
休
日
に

当
た
る
と
き
は
、
そ
の
翌
日
）
を
除
く
。）
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２　

条
例
第
六
条
第
二
項
の
有
料
公
園
施
設
の
利
用
時
間
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。

有
料
公
園
施
設

利　

用　

時　

間

軟
式
野
球
場

硬
式
野
球
場

　

一
月
五
日
か
ら
四
月
三
十
日
ま
で
及
び
十
一
月
一

日
か
ら
十
二
月
二
十
七
日
ま
で
に
つ
い
て
は
、
午
前

八
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

　

五
月
一
日
か
ら
十
月
三
十
一
日
ま
で
に
つ
い
て

は
、
午
前
六
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で

庭

球

場
　

午
前
八
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で

弓

道

場
　

午
前
八
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で

水
泳
プ
ー
ル
　

午
前
十
時
か
ら
午
後
七
時
ま
で

多
目
的
広
場
　

午
前
八
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で

駐

車

場
　

一
月
一
日
か
ら
三
月
二
十
日
ま
で
及
び
十
一
月

二
十
五
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
つ
い
て

は
、
午
前
八
時
半
か
ら
午
後
六
時
ま
で

　

三
月
二
十
一
日
か
ら
七
月
十
九
日
ま
で
及
び
九
月

一
日
か
ら
十
一
月
二
十
四
日
ま
で
に
つ
い
て
は
、
午

前
八
時
半
か
ら
午
後
六
時
半
ま
で

　

七
月
二
十
日
か
ら
八
月
三
十
一
日
ま
で
に
つ
い
て

は
、
午
前
八
時
半
か
ら
午
後
七
時
半
ま
で

総
合
競
技
場

サ
ッ
カ
ー
・

ラ
グ
ビ
ー
場

野

球

場

投
て
き
場

サ
ブ
競
技
場

テ
ニ
ス
コ
ー
ト

多
目
的
運
動
広
場

大
芝
生
広
場

ス
テ
ー
ジ
の

附
属
設
備

　

午
前
九
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で
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３　

条
例
第
十
四
条
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
（
以
下
「
指
定
管
理
者
」
と

い
う
。）
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
臨
時
に
第
一
項
の
利

用
日
及
び
前
項
の
利
用
時
間
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
軟
式
野
球
場
等
の
利
用
の
申
込
み
等
）

第
三
条　

軟
式
野
球
場
、
硬
式
野
球
場
、
庭
球
場
若
し
く
は
多
目
的
広
場

を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
弓
道
場
を
専
用
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

有
料
公
園
施
設
利
用
申
込
書
（
第
一
号
様
式
）
に
よ
り
利
用
の
申
込
み
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

総
合
競
技
場
、
サ
ッ
カ
ー
・
ラ
グ
ビ
ー
場
、
野
球
場
、
投
て
き
場
、
サ

　

ブ
競
技
場
、
多
目
的
運
動
広
場
又
は
大
芝
生
広
場
ス
テ
ー
ジ
を
利
用
し

　

よ
う
と
す
る
者
（
総
合
競
技
場
若
し
く
は
サ
ブ
競
技
場
の
フ
ィ
ー
ル
ド
、

　

総
合
競
技
場
、
投
て
き
場
若
し
く
は
サ
ブ
競
技
場
の
陸
上
競
技
用
具
、
総

　

合
競
技
場
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室
又
は
総
合
競
技
場
の
一
般
更
衣
室
を
個
人

　

使
用
し
よ
う
と
す
る
者
を
除
く
。）
は
、
大
分
ス
ポ
ー
ツ
公
園
施
設
利
用
申

　

込
書
（
第
一
号
様
式
の
二
）
に
よ
り
利
用
の
申
込
み
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

　

な
い
。

３　

指
定
管
理
者
は
、
軟
式
野
球
場
、
硬
式
野
球
場
、
庭
球
場
若
し
く
は
多

目
的
広
場
を
利
用
さ
せ
る
と
き
、
又
は
弓
道
場
を
専
用
使
用
さ
せ
る
と
き

は
、
有
料
公
園
施
設
利
用
許
可
書
（
第
二
号
様
式
）
を
申
込
者
に
交
付
す

る
も
の
と
す
る
。

４　

指
定
管
理
者
は
、
総
合
競
技
場
、
サ
ッ
カ
ー
・
ラ
グ
ビ
ー
場
、
野
球
場
、

投
て
き
場
、
サ
ブ
競
技
場
、
多
目
的
運
動
広
場
又
は
大
芝
生
広
場
ス
テ
ー

ジ
を
利
用
さ
せ
る
と
き
（
総
合
競
技
場
若
し
く
は
サ
ブ
競
技
場
の
フ
ィ
ー

ル
ド
、総
合
競
技
場
、投
て
き
場
若
し
く
は
サ
ブ
競
技
場
の
陸
上
競
技
用
具
、

総
合
競
技
場
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室
又
は
総
合
競
技
場
の
一
般
更
衣
室
を
個

人
使
用
さ
せ
る
と
き
を
除
く
。）
は
、
大
分
ス
ポ
ー
ツ
公
園
施
設
利
用
許
可
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書
（
第
二
号
様
式
の
二
）
を
申
込
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
弓
道
場
等
の
利
用
の
申
込
み
等
）

第
四
条　

弓
道
場
、
総
合
競
技
場
若
し
く
は
サ
ブ
競
技
場
の
フ
ィ
ー
ル
ド
、
総

　

合
競
技
場
、
投
て
き
場
若
し
く
は
サ
ブ
競
技
場
の
陸
上
競
技
用
具
、
総
合

　

競
技
場
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室
若
し
く
は
総
合
競
技
場
の
一
般
更
衣
室
を
個

　

人
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
水
泳
プ
ー
ル
若
し
く
は
駐
車
場
を
利
用
し

　

よ
う
と
す
る
者
は
、
口
頭
に
よ
り
利
用
の
申
込
み
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　

い
。

２　

指
定
管
理
者
は
、
弓
道
場
、
総
合
競
技
場
若
し
く
は
サ
ブ
競
技
場
の

　

フ
ィ
ー
ル
ド
、
総
合
競
技
場
、
投
て
き
場
若
し
く
は
サ
ブ
競
技
場
の
陸
上

　

競
技
用
具
、
総
合
競
技
場
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室
若
し
く
は
総
合
競
技
場
の

　

一
般
更
衣
室
を
個
人
使
用
さ
せ
る
と
き
、
又
は
水
泳
プ
ー
ル
若
し
く
は
駐

　

車
場
を
利
用
さ
せ
る
と
き
は
、
利
用
券
（
第
三
号
様
式
）
を
申
込
者
に
交

　

付
す
る
も
の
と
す
る
。

３　

指
定
管
理
者
は
、
月
を
定
め
て
弓
道
場
を
個
人
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
弓
道
場
定
期
利
用
券
（
第
三
号
様
式
の
二
）

を
申
込
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

４　

指
定
管
理
者
は
、
水
泳
プ
ー
ル
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
総
合
競

技
場
の
フ
ィ
ー
ル
ド
若
し
く
は
総
合
競
技
場
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室
を
個
人

使
用
し
よ
う
と
す
る
者
の
希
望
に
よ
り
、
こ
れ
に
対
し
回
数
券
（
第
三
号

様
式
の
三
）
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５　

指
定
管
理
者
は
、
回
数
券
に
よ
り
水
泳
プ
ー
ル
又
は
総
合
競
技
場
の
フ

ィ
ー
ル
ド
若
し
く
は
総
合
競
技
場
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室
を
利
用
さ
せ
る
と

き
は
、
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
利
用
券
を
交
付
せ
ず
、
申
込
者

に
回
数
券
を
呈
示
さ
せ
、
そ
の
利
用
に
係
る
回
数
券
を
切
り
取
る
も
の
と

す
る
。

（
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
の
利
用
の
申
し
込
み
等
）
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第
四
条
の
二　

テ
ニ
ス
コ
ー
ト
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
大
分
ス
ポ
ー

　

ツ
公
園
施
設
利
用
申
込
書
に
よ
り
利
用
の
申
込
み
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な 

　

い
。
た
だ
し
、
利
用
当
日
に
申
込
み
を
す
る
場
合
は
、
口
頭
に
よ
る
こ
と

　

が
で
き
る
。

２　

指
定
管
理
者
は
、
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
を
利
用
さ
せ
る
と
き
は
、
大
分
ス
ポ
ー

　

ツ
公
園
施
設
利
用
許
可
書
（
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
場
合
に
あ
つ

　

て
は
、利
用
券（
第
三
号
様
式
の
四
））を
申
込
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
有
料
公
園
施
設
の
使
用
料
の
納
期
）

第
五
条　

有
料
公
園
施
設
を
利
用
す
る
者
は
、
有
料
公
園
施
設
利
用

　

許
可
書
、
大
分
ス
ポ
ー
ツ
公
園
施
設
利
用
許
可
書
、
利
用
券
又
は
弓
道
場
定

　

期
利
用
券
の
交
付
を
受
け
る
際
条
例
第
九
条
に
規
定
す
る
使
用
料
を
納
入

　

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
知
事
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

　

と
き
は
、
知
事
が
指
定
す
る
日
ま
で
に
納
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
回
数
券
に
よ
り
水
泳
プ
ー
ル
又
は
総
合

競
技
場
の
フ
ィ
ー
ル
ド
若
し
く
は
総
合
競
技
場
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室
を
利

用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
回
数
券
の
発
行
を
受
け
る
際
条
例
第
九
条
に
規

定
す
る
使
用
料
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
使
用
料
の
不
還
付
）

第
六
条　

既
に
納
入
さ
れ
た
使
用
料
は
、
還
付
し
な
い
。
た
だ
し
、
相
当
の

理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
還
付
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
申
請
書
等
の
様
式
）

第
七
条　

都
市
公
園
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
十
九
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。）
及
び
条
例
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
べ
き
次
の
各
号
に
掲
げ
る
申

請
書
及
び
届
書
の
様
式
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一　

法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
園
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
書

第
四
号
様
式

（
公
園
施
設
の
設
置
若
し
く
は
管
理
又
は
占
用
の
許
可
の
申
請
書
の
記
載
事

項
）

第
七
条　

法
第
五
条
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。

一　

公
園
施
設
を
設
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ　

設
置
の
目
的

ロ　

設
置
の
期
間

ハ　

設
置
の
場
所

ニ　

公
園
施
設
の
構
造

ホ　

公
園
施
設
の
管
理
の
方
法

ヘ　

工
事
の
実
施
の
方
法

ト　

工
事
の
着
手
及
び
完
了
の
時
期

チ　

都
市
公
園
の
復
旧
の
方
法

リ　

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項

二　

公
園
施
設
を
管
理
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ　

管
理
の
目
的

ロ　

管
理
の
期
間

ハ　

管
理
す
る
公
園
施
設

ニ　

管
理
の
方
法

ホ　

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項

三　

許
可
を
受
け
た
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
変
更
に

係
る
事
項

２　

法
第
六
条
第
二
項
の
条
例
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。

一　

公
園
施
設
以
外
の
工
作
物
そ
の
他
の
物
件
又
は
施
設
（
以
下
「
占
用

物
件
」
と
い
う
。）
の
種
類
及
び
数
量
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二　

占
用
物
件
の
管
理
の
方
法

三　

工
事
の
実
施
の
方
法

四　

工
事
の
着
手
及
び
完
了
の
時
期

五　

都
市
公
園
の
復
旧
の
方
法

六　

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項

（
法
第
六
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
条
例
で
定
め
る
軽
易
な
変
更
）

第
八
条　

法
第
六
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
条
例
で
定
め
る
軽
易
な
変
更
は
、

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一　

占
用
物
件
の
内
部
の
塗
装
又
は
外
部
の
色
彩
を
変
え
な
い
塗
装

二　

占
用
物
件
の
構
造
を
変
え
な
い
修
繕

三　

占
用
物
件
の
主
要
構
造
物
に
影
響
を
与
え
な
い
内
部
の
模
様
替
え

（
使
用
料
）

第
九
条　

法
第
五
条
第
一
項
、
法
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
若
し
く

は
第
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
許
可
を
受
け
た
者
又
は
有
料
公
園

施
設
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、大
分
県
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
（
昭

和
三
十
一
年
大
分
県
条
例
第
二
十
七
号
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
使

用
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
監
督
処
分
）

第
十
条　

知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
、
こ

の
条
例
の
規
定
に
よ
つ
て
し
た
許
可
を
取
り
消
し
、
そ
の
効
力
を
停
止
し
、

若
し
く
は
そ
の
条
件
を
変
更
し
、
又
は
行
為
の
中
止
、
原
状
回
復
若
し
く

は
都
市
公
園
か
ら
の
退
去
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一　

こ
の
条
例
又
は
こ
の
条
例
の
規
定
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
て
い
る
者

二　

こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
許
可
に
付
し
た
条
件
に
違
反
し
て
い
る
者

三　

偽
り
そ
の
他
不
正
な
手
段
に
よ
り
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
許
可
を

受
け
た
者

２　

知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ

二　

法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
園
施
設
の
管
理
の
許
可
の
申
請
書

第
五
号
様
式

三　

法
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
都
市
公
園
の
占
用
の
許
可
の
申
請
書

第
六
号
様
式

四　

条
例
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
公
園
内
の
行
為
の
許
可
の
申

請
書　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
七
号
様
式

五　

法
第
五
条
第
一
項
、
法
第
六
条
第
三
項
又
は
条
例
第
二
条
第
三
項
に

規
定
す
る
許
可
事
項
の
変
更
の
許
可
の
申
請
書　
　
　
　

第
八
号
様
式

六　

条
例
第
十
一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
公
園
施
設
の
設
置
又
は
都
市
公

園
の
占
用
に
関
す
る
工
事
の
完
了
の
届
書　
　
　
　
　
　

第
九
号
様
式

七　

条
例
第
十
一
条
第
二
号
に
規
定
す
る
公
園
施
設
の
設
置
若
し
く
は
管

理
又
は
都
市
公
園
の
占
用
の
廃
止
の
届
書　
　
　
　
　
　

第
十
号
様
式

八　

条
例
第
十
一
条
第
三
号
に
規
定
す
る
都
市
公
園
の
原
状
の
回
復
の
届
書

第
十
一
号
様
式

九　

条
例
第
十
一
条
第
四
号
又
は
第
六
号
に
規
定
す
る
工
事
の
完
了
の
届
書

第
十
二
号
様
式

十　

条
例
第
十
一
条
第
五
号
に
規
定
す
る
所
有
権
の
移
転
又
は
抵
当
権
の

設
定
若
し
く
は
移
転
の
届
書　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
十
三
号
様
式

（
設
計
書
等
）

第
八
条　

法
第
五
条
第
一
項
の
公
園
施
設
の
設
置
若
し
く
は
法
第
六
条
第
一

項
の
都
市
公
園
の
占
用
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
れ
ら
の
許

可
を
受
け
た
事
項
の
一
部
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
許
可
の
申

請
書
に
設
計
書
、
仕
様
書
及
び
図
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
工
作
物
等
を
保
管
し
た
場
合
の
公
示
場
所
）

第
九
条　

条
例
第
十
条
の
三
第
一
項
第
一
号
の
規
則
で
定
め
る
場
所
は
、
大

分
県
庁
舎
の
掲
示
板
と
す
る
。

（
保
管
工
作
物
等
一
覧
簿
）

第
十
条　

条
例
第
十
条
の
三
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
様
式
に
よ
る
保
管
工

作
物
等
一
覧
簿
は
、
第
十
四
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２　

条
例
第
十
条
の
三
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
場
所
は
、
土
木
建
築
部
公

園
・
生
活
排
水
課
と
す
る
。

の
条
例
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者
に
対
し
、
前
項
に
規
定
す
る
処

分
を
し
、
又
は
同
項
に
規
定
す
る
必
要
な
措
置
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一　

都
市
公
園
に
関
す
る
工
事
の
た
め
や
む
を
得
な
い
必
要
が
生
じ
た
場
合

二　

都
市
公
園
の
保
全
又
は
公
衆
の
都
市
公
園
の
利
用
に
著
し
い
支
障
が

　

生
じ
た
場
合

三　

都
市
公
園
の
管
理
上
の
理
由
以
外
の
理
由
に
基
づ
く
公
益
上
や
む
を

得
な
い
必
要
が
生
じ
た
場
合

（
工
作
物
等
を
保
管
し
た
場
合
の
公
示
事
項
）

第
十
条
の
二　

法
第
二
十
七
条
第
五
項
の
条
例
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲

げ
る
も
の
と
す
る
。

一　

保
管
し
た
工
作
物
等
（
法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
工
作
物

等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
の
名
称
又
は
種
類
、
形
状
及
び
数
量

二　

保
管
し
た
工
作
物
等
の
放
置
さ
れ
て
い
た
場
所
及
び
当
該
工
作
物
等

を
除
却
し
た
日
時

三　

当
該
工
作
物
等
の
保
管
を
始
め
た
日
時
及
び
保
管
の
場
所

四　

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
保
管
し
た
工
作
物
等
を
返
還
す
る

た
め
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
項

（
工
作
物
等
を
保
管
し
た
場
合
の
公
示
の
方
法
）

第
十
条
の
三　

法
第
二
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
次
に
掲
げ

る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一　

前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
、
保
管
を
始
め
た
日
か
ら
起
算
し
て

十
四
日
間
、
規
則
で
定
め
る
場
所
に
掲
示
す
る
こ
と
。

二　

前
号
の
規
定
に
よ
り
掲
示
さ
れ
た
工
作
物
等
の
う
ち
特
に
貴
重
と
認

め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
号
の
掲
示
の
期
間
が
満
了
し
て
も
、

な
お
当
該
工
作
物
等
の
所
有
者
、
占
有
者
そ
の
他
当
該
工
作
物
等
に
つ

い
て
権
原
を
有
す
る
者
（
以
下
「
所
有
者
等
」
と
い
う
。）
の
氏
名
及
び

住
所
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
掲
示
の
要
旨
を
大
分
県
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報
に
掲
載
す
る
こ
と
。

２　

知
事
は
、
前
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
公
示
を
行
う
と
と
も
に
、

規
則
で
定
め
る
様
式
に
よ
る
保
管
工
作
物
等
一
覧
簿
を
規
則
で
定
め
る
場

所
に
備
え
付
け
、関
係
者
の
求
め
に
応
じ
、閲
覧
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
保
管
し
た
工
作
物
等
の
価
額
の
評
価
の
方
法
）

第
十
条
の
四　

法
第
二
十
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
条
例
で
定
め
る
保
管

し
た
工
作
物
等
の
価
額
の
評
価
は
、
取
引
の
実
例
価
格
、
当
該
工
作
物
等

の
使
用
年
数
、
損
耗
の
程
度
そ
の
他
当
該
工
作
物
等
の
価
額
の
評
価
に
関

す
る
事
情
を
勘
案
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。こ
の
場
合
に
お
い
て
、知
事
は
、

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
工
作
物
等
の
価
額
の
評
価
に
関
し
専
門

的
知
識
を
有
す
る
者
の
意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。

（
保
管
し
た
工
作
物
等
を
売
却
す
る
場
合
の
手
続
）

第
十
条
の
五　

法
第
二
十
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
条
例
で
定
め
る
保
管

し
た
工
作
物
等
の
売
却
は
、
競
争
入
札
に
付
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）

第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
随

意
契
約
に
よ
り
売
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
保
管
し
た
工
作
物
等
を
返
還
す
る
場
合
の
手
続
）

第
十
条
の
六　

知
事
は
、
保
管
し
た
工
作
物
等
（
法
第
二
十
七
条
第
六
項
の

規
定
に
よ
り
売
却
し
た
代
金
を
含
む
。）
を
当
該
工
作
物
等
の
所
有
者
等
に

返
還
す
る
と
き
は
、
返
還
を
受
け
る
者
に
そ
の
氏
名
及
び
住
所
を
証
す
る

に
足
り
る
書
類
を
提
示
さ
せ
る
等
の
方
法
に
よ
つ
て
そ
の
者
が
当
該
工
作

物
等
の
返
還
を
受
け
る
べ
き
所
有
者
等
で
あ
る
こ
と
を
証
明
さ
せ
、
か
つ
、

規
則
で
定
め
る
様
式
に
よ
る
受
領
書
と
引
換
え
に
返
還
す
る
も
の
と
す
る
。

（
届
出
）

第
十
一
条　

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該

行
為
を
し
た
者
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

（
工
作
物
等
を
返
還
す
る
場
合
の
受
領
書
）

第
十
一
条　

条
例
第
十
条
の
六
の
規
則
で
定
め
る
様
式
に
よ
る
受
領
書
は
、

第
十
五
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
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な
い
。

一　

法
第
五
条
第
一
項
又
は
法
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
許
可

を
受
け
た
者
が
、
公
園
施
設
の
設
置
又
は
都
市
公
園
の
占
用
に
関
す
る

工
事
を
完
了
し
た
と
き
。

二　

前
号
に
掲
げ
る
者
が
、
公
園
施
設
の
設
置
若
し
く
は
管
理
又
は
都
市

公
園
の
占
用
を
廃
止
し
た
と
き
。

三　

第
一
号
に
掲
げ
る
者
が
、
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
市
公

園
を
原
状
に
回
復
し
た
と
き
。

四　

法
第
二
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に

規
定
す
る
必
要
な
措
置
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
が
、
命
ぜ
ら
れ
た
工
事
を
完

了
し
た
と
き
。

五　

都
市
公
園
を
構
成
す
る
土
地
物
件
に
つ
い
て
所
有
権
を
移
転
し
、
又

は
抵
当
権
を
設
定
し
、
若
し
く
は
移
転
し
た
と
き
。

六　

第
十
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す

る
必
要
な
措
置
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
が
、
命
ぜ
ら
れ
た
工
事
を
完
了
し
た

と
き
。

（
都
市
公
園
の
区
域
の
変
更
及
び
廃
止
）

第
十
二
条　

知
事
は
、
都
市
公
園
の
区
域
を
変
更
し
、
又
は
都
市
公
園
を
廃

止
す
る
と
き
は
、
当
該
都
市
公
園
の
名
称
、
位
置
、
変
更
又
は
廃
止
に
係

る
区
域
そ
の
他
必
要
と
認
め
る
事
項
を
明
ら
か
に
し
て
そ
の
旨
を
告
示
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
園
予
定
区
域
及
び
予
定
公
園
施
設
に
つ
い
て
の
準
用
）

第
十
三
条　

第
二
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
の
規
定
は
、
法
第
三
十
三
条
第
四

項
に
規
定
す
る
公
園
予
定
区
域
又
は
予
定
公
園
施
設
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
）

第
十
四
条　

知
事
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第

二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
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つ
て
知
事
が
指
定
す
る
も
の
（
以
下
「
指
定
管
理
者
」
と
い
う
。）
に
、
都

市
公
園
の
管
理
に
関
す
る
業
務
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
指
定
管
理
者
が
行
う
業
務
）

第
十
四
条
の
二　

知
事
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。

一　

公
園
施
設
の
維
持
管
理
及
び
修
繕
に
関
す
る
業
務

二　

都
市
公
園
の
利
用
の
受
付
及
び
案
内
に
関
す
る
業
務

三　

有
料
公
園
施
設
の
利
用
の
許
可
に
関
す
る
業
務

四　

都
市
公
園
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
業
務

五　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
特
に
必
要
と
認
め
る
業
務

（
管
理
の
基
準
）

第
十
四
条
の
三　

指
定
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
り
、
都
市
公
園

の
管
理
に
関
す
る
業
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

法
そ
の
他
の
関
係
法
令
及
び
条
例
を
遵
守
し
、
適
正
な
管
理
運
営
を

行
う
こ
と
。

二　

適
切
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
行
う
こ
と
。

三　

公
園
施
設
の
維
持
管
理
を
適
切
に
行
う
こ
と
。

四　

業
務
に
関
連
し
て
取
得
し
た
個
人
に
関
す
る
情
報
を
適
正
に
取
り
扱

う
こ
と
。

（
委
任
）

第
十
五
条　

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

（
罰
則
）

第
十
六
条　

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
五
万
円
以
下
の
過

料
に
処
す
る
。

一　

第
二
条
第
一
項
又
は
第
三
項
（
第
十
三
条
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定

を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
違
反
し
て
第
二
条
第
一
項
各
号

に
掲
げ
る
行
為
を
し
た
者
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（
委
任
）

第
十
二
条　

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要

な
事
項
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。

　

附　

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

附　

則
（
昭
和
五
十
五
年
規
則
第
二
十
二
号
）

こ
の
規
則
は
、
昭
和
五
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第

二
条
第
一
項
の
表
の
改
正
規
定
中
硬
式
野
球
場
に
係
る
部
分
、
同
条
第
二
項

の
表
の
改
正
規
定
中
硬
式
野
球
場
に
係
る
部
分
及
び
庭　
　

球　
　

場

バ
レ
ー
ボ
ー
ル
場
の
項

並
び
に
第
一
号
様
式
の
改
正
規
定
及
び
第
二
号
様
式
の
改
正
規
定
中
硬
式
野

球
場
に
係
る
部
分
及
び
照
明
設
備
に
係
る
部
分
は
、
同
年
六
月
十
五
日
か
ら

施
行
す
る
。

二　

第
四
条
（
第
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に

違
反
し
て
第
四
条
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
し
た
者

三　

第
十
条
第
一
項
又
は
第
二
項
（
第
十
三
条
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
知
事
の
命
令
に
違
反
し
た
者

第
十
七
条　

偽
り
そ
の
他
不
正
な
手
段
に
よ
り
使
用
料
の
徴
収
を
免
れ
た
者

は
、
そ
の
徴
収
を
免
れ
た
金
額
の
五
倍
に
相
当
す
る
金
額
（
当
該
五
倍
に

相
当
す
る
金
額
が
五
万
円
を
超
え
な
い
と
き
に
は
、
五
万
円
と
す
る
。）
以

下
の
過
料
に
処
す
る
。

（
両
罰
規
定
）

第
十
八
条　

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ

の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
、
前
二
条
の
違
反

行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対

し
て
各
本
条
の
過
料
を
科
す
る
。

（
公
園
管
理
者
の
権
限
の
代
行
）

第
十
九
条　

法
第
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
代
わ
っ
て
そ
の
権
限
を

行
う
者
は
、
前
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
知
事
と
み
な
す
。

　

附　

則

こ
の
条
例
は
、
昭
和
五
十
三
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

附　

則
（
昭
和
五
十
五
年
条
例
第
九
号
）

こ
の
条
例
は
、
昭
和
五
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別

表
の
改
正
規
定
中
硬
式
野
球
場
に
係
る
部
分
は
、
同
年
六
月
十
五
日
か
ら

施
行
す
る
。

　

附　

則
（
昭
和
六
十
一
年
条
例
第
十
二
号
）

（
施
行
期
日
）

こ
の
条
例
は
、
昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

附　

則
（
平
成
三
年
条
例
第
七
号
）
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こ
の
条
例
は
、
平
成
三
年
四
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

附　

則
（
平
成
七
年
条
例
第
十
二
号
）

こ
の
条
例
は
、
平
成
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

附　

則
（
平
成
七
年
条
例
第
二
十
六
号
）

こ
の
条
例
は
、
平
成
七
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

附　

則
（
平
成
十
一
年
条
例
第
三
十
六
号
）

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

附　

則
（
平
成
十
二
年
条
例
第
五
十
四
号
）

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
三
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二

条
第
一
項
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
第
六
条
第
一
項
の
改
正
規
定
は

平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
、
別
表
の
改
正
規
定
（
総
合
競
技
場
に
係
る
部

分
に
限
る
。）
及
び
次
項
の
規
定
（
総
合
競
技
場
に
係
る
部
分
に
限
る
。）
は

規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

附　

則
（
平
成
十
七
年
条
例
第
二
十
九
号
）

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

附　

則
（
平
成
十
七
年
条
例
第
三
十
八
号
）

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

附　

則
（
平
成
十
八
年
条
例
第
二
十
八
号
）

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

附　

則
（
平
成
十
九
年
条
例
第
十
八
号
）

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

附　

則
（
昭
和
五
十
六
年
規
則
第
七
号
）

こ
の
規
則
は
、
昭
和
五
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

附　

則
（
昭
和
五
十
六
年
規
則
第
四
十
一
号
）

こ
の
規
則
は
、
昭
和
五
十
六
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

附　

則
（
昭
和
五
十
七
年
規
則
第
二
十
一
号
）

こ
の
規
則
は
、
昭
和
五
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

附　

則
（
昭
和
六
十
一
年
規
則
第
十
五
号
）

こ
の
規
則
は
、
昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

附　

則
（
平
成
三
年
規
則
第
六
号
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
年
四
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

附　

則
（
平
成
五
年
規
則
第
十
九
号
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

附　

則
（
平
成
七
年
規
則
第
六
十
八
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

附　

則
（
平
成
十
一
年
規
則
第
七
十
号
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

附　

則
（
平
成
十
三
年
規
則
第
五
十
二
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
第
一
項
の

表
の
改
正
規
定
中
総
合
競
技
場
に
係
る
部
分
、
同
条
第
二
項
の
表
の
改
正
規

定
中
総
合
競
技
場
に
係
る
部
分
、
第
四
条
の
改
正
規
定
、
第
五
条
第
二
項
の

改
正
規
定
、
第
三
号
様
式
（
そ
の
３
）
に
様
式
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
三

号
様
式
の
三
の
改
正
規
定
及
び
同
様
式
に
様
式
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
平

成
十
三
年
五
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

附　

則
（
平
成
十
四
年
規
則
第
十
八
号
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

附　

則
（
平
成
十
五
年
規
則
第
五
十
六
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附　

則
（
平
成
十
六
年
規
則
第
二
十
号
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

附　

則
（
平
成
十
六
年
規
則
第
八
十
三
号
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

附　

則
（
平
成
十
七
年
規
則
第
三
十
四
号
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

附　

則
（
平
成
十
七
年
規
則
第
四
十
一
号
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

附　

則
（
平
成
十
九
年
規
則
第
十
二
号
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　

別
表
（
第
六
条
関
係
）

公

園

名

有

料

公

園

施

設

大
洲
総
合
運
動
公
園

軟

式

野

球

場

硬

式

野

球

場

庭

球

場

弓

道

場

水

泳

プ

ー

ル

多

目

的

広

場

ハ
ー
モ
ニ
ー
パ
ー
ク

駐

車

場

大
分
ス
ポ
ー
ツ
公
園

総

合

競

技

場

サ
ッ
カ
ー
・
ラ
グ
ビ
ー
場

野

球

場

投

て

き

場

サ

ブ

競

技

場

テ

ニ

ス

コ

ー

ト

多
目
的
運
動
広
場

大
芝
生
広
場
ス
テ
ー
ジ
の

付

属

設

備
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都 市
公 園 名 大 洲 総 合 運 動 公 園

有料公園
施 設 名

軟式野球場　　　　　　　硬式野球場　　　　　　　庭球場
弓道場（近・遠）　　　　　プール（専用）　　　　　　多目的広場

大 会 名

利用しよ
うとする
附属設備

スコアボード設備（　　）試合、放送設備（　　）試合、冷房設備（　　）時間
照明設備（　　）面・（　　）時間、照度（　　）ルックス、シャワー設備（　　）人

入場料等の徴収の有無 有　　無 入場料等の最高金額　　　　　円 入場予定人員　　　　人

利用日時

月　　日 曜日 時　　間
庭球場
コート
番　号

時間計
(H）

照　明
時間計
(H)

利用人員（人） 金　額
（円）大　人 小中高校生

　月　日 　時～　時

　月　日 　時～　時

　月　日 　時～　時

　月　日 　時～　時

　月　日 　時～　時

　月　日 　時～　時

　月　日 　時～　時

　月　日 　時～　時

　月　日 　時～　時

※使用料 内訳
　グラウンド等使用料　　　　　　　円
附属設備使用料　　　　　　　円

円　　　　　　　　　　　加 算 使 用 料　　　　　　　円

※条　件

注　※印欄は記入しないでください。

第 1号様式（第 3条関係）

有料公園施設利用申込書
年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　殿
住　　所
氏　　名
電話番号　（　　　　　）　　　－
責任者氏名
電話番号　（　　　　　）　　　－

　下記のとおり有料公園施設を利用したいので、申し込みます。
記
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第 1号様式の 2（第 3条、第 4条の 2関係）

大分スポーツ公園施設利用申込書

年　　　月　　　日
　　　　　　　　　　　　　殿

住　　　所
団　体　名
氏　　　名
電 話 番 号
責 任 者 名

電 話 番 号

　下記のとおり大分スポーツ公園施設を利用したいので、申し込みます。

記

利 用 目 的

利 用 日 時 　　　年　　　日　　　日（　　）　　　時　　　分から　　　時　　　　分まで

利 用 施 設

入 場 予 定 人 員 共催者の氏名

備 付 器 具 の 使 用 使用する（内訳書のとおり） 団 体 責 任 者

住 所

氏 名

電 話 番 号

冷 暖 房 の 使 用

特 別 設 備 等
有（別紙仕様書のとおり）
無

そ の 他
必 要 事 項

入 場 料 金 の 徴 収
有（最高入場料金　　　　　　円）
無

備　　考
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都 市
公 園 名 大 洲 総 合 運 動 公 園

有料公園
施 設 名

軟式野球場　　　　　　　硬式野球場　　　　　　　庭球場
弓道場（近・遠）　　　　　プール（専用）　　　　　　多目的広場

大 会 名

利用しよ
うとする
附属設備

スコアボード設備（　　）試合、放送設備（　　）試合、冷房設備（　　）時間
照明設備（　　）面・（　　）時間、照度（　　）ルックス、シャワー設備（　　）人

入場料等の徴収の有無 有　　無 入場料等の最高金額　　　　　円 入場予定人員　　　　人

利用日時

月　　日 曜日 時　　間
庭球場
コート
番　号

時間計
（H）

照　明
時間計
（H）

利用人員（人） 金　額
（円）大　人 小中高校生

　月　日 　時～　時

　月　日 　時～　時

　月　日 　時～　時

　月　日 　時～　時

　月　日 　時～　時

　月　日 　時～　時

　月　日 　時～　時

　月　日 　時～　時

　月　日 　時～　時

※使用料 内訳
　グラウンド等使用料　　　　　　　円
附属設備使用料　　　　　　　円

円　　　　　　　　　　　加 算 使 用 料　　　　　　　円

※条　件

注　施設を利用する場合は、必ず許可書を所持してください。

第 2号様式（第 3条関係）

有料公園施設利用許可書
年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　殿

印
　下記のとおり有料公園施設の利用を許可します。

記



－ 19 －

第 2号様式の 2（第 3条、第 4条の 2関係）

大分スポーツ公園施設利用許可書
第　　　　　　　号

年　　　月　　　日
　　　　　　　　　　　殿

印

　下記のとおり大分スポーツ公園施設の利用を許可します。

記

利 用 目 的

利 用 日 時 　　　年　　　月　　　日（　　）　　　時　　分から　　　時　　分まで

利 用 施 設

入 場 予 定 人 員
共 催 者
の 氏 名

備付器具の使用

冷暖房の使用

使用する（内訳書のとおり）

使用しない

団体責任者
住 所
氏 名
電 話 番 号

特 別 設 備 等
有（別紙仕様書のとおり）
無

そ の 他
必 要 事 項

入場料金の徴収
有（最高入場料金　　　円×　　）
無

使用料減免 有　施設：　　％　　設備：　　％
無　　　　　　

使 用 料

施設使用料 設備器具 冷暖房 超過料 調整額 電灯料金 減免額 合計 請求額 収納日 領収番号

条　件

（ ）
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ハーモニーパーク
駐車場利用券（控え）No.　　　　　
使用料
１　回　　　　　　　　　　　　　円
　　　　　　年　　　月　　　日

ハーモニーパーク
駐車場利用券　　　No.　　　　　　
使用料
１　回　　　　　　　　　　　　円

　　　　年　　　月　　　日
　　　　　　　　　　　　　印

5cm 7cm

5c
m

第 3 号様式（その 1）（第 4条関係）

大洲総合運動公園
弓道場利用券（控え）No.　　　　　
使用料
1人 1回　　　　　　　　　　　　円
　　　　　　年　　　月　　　日

大洲総合運動公園
弓道場利用券　　　　No.　　　　　
使用料
1人 1回　　　　　　　　　　　　円

　　　　年　　　月　　　日
　　　　　　　　　　　　　印

5cm 7cm

5c
m

5cm 7cm

5c
m

大洲総合運動公園
水泳プール利用券（控え）No.　　　
使用料
1人 1回　　　　　　　　　　　　円

　　　　年　　　月　　　日

大洲総合運動公園
水泳プール利用券　　　　No.　　　
使用料
1人 1回　　　　　　　　　　　　円
　　　　　　年　　　月　　　日
　　　　　　　　　　　　　印

第 3号様式（その 2）（第 4条関係）

第 3号様式（その 3）（第 4条関係）

大分スポーツ公園総合競技場
トレーニングルーム利用券（控え）

No.　　　　　　　
使用料
1人 1回　　　　　　　　　　　円
　　　　　　年　　　月　　　日

大分スポーツ公園総合競技場
トレーニングルーム利用券　

No.　　　　　
使用料
1人 1回　　　　　　　　　　　円

　　　　年　　　月　　　日
　　　　　　　　　　　　　

5cm 7cm

5c
m

第 3 号様式（その 4）（第 4条関係）
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第 3号様式（その 7）（第 4条関係）

大分スポーツ公園総合競技場
一般更衣室利用券（控え）

No.　　　　　　　
使用料　　　　　　　　　　　
1人１回　　　　　　　　　　　円
　　　　　　年　　　月　　　日

大分スポーツ公園総合競技場
一般更衣室利用券
No.　　　　　　　

使用料　　　　　　　　　　
1人１回　　　　　　　　　　　円
　　　　　　年　　　月　　　日

5cm 7cm

5c
m

第 3 号様式（その 5）（第 4条関係）

大分スポーツ公園総合競技場
フィールド利用券（控え）

No.　　　　　　　
使用料
1人 1回　　　　　　　　　　　　円
　　　　　　年　　　月　　　日

大分スポーツ公園総合競技場
フィールド利用券
No.　　　　　　　

使用料
1人 1回　　　　　　　　　　　円
　　　　　　　年　　　月　　　日

5cm 7cm

5c
m

第 3 号様式（その 6）（第 4条関係）

大分スポーツ公園総合競技場
陸上競技用具利用券（控え）

No.　　　　　　　
使用料　　　　　　　　　　　　円
　　　　　　年　　　月　　　日

大分スポーツ公園総合競技場
陸上競技用具利用券
No.　　　　　　　

使用料　　　　　　　　　　　　円
　　　　　　年　　　月　　　日

5cm 7cm

5c
m

第 3 号様式（その 4の 2）（第 4条関係）

大分スポーツ公園投てき場
陸上競技用具利用券（控え）

No.　　　　　　　
使用料　　　　　　　　　　　　円
　　　　　　年　　　月　　　日

大分スポーツ公園投てき場
陸上競技用具利用券
No.　　　　　　　

使用料　　　　　　　　　　　　円
　　　　　　年　　　月　　　日

5cm 7cm

5c
m
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第 3号様式の 2（その 2）（第 4条関係）

大洲総合運動公園
　弓道場定期利用券　　　　　No.　　　
使用料　　　　　　　　　　　

中学生
使用区分　一般　　高校生　　小学生
有効期間　　　　年　　　月から
　　　　　　　　年　　　月まで
住　　所
氏　　名
　　　　　　　　　　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

1　この利用券は、記名者以外の方は使用できません。

2　職員から求められたときは、この利用券を提示してください。

3　この利用券は再発行しません。

4　有効期間を経過したときは、直ちに返してください。

5　この利用券は、弓道場が専用使用されている場合は使用
　できません。

（表）

（裏）

6.5
cm

9cm

第 3 号様式（その 9）（第 4条関係）

大分スポーツ公園サブ競技場
陸上競技用具利用券（控え）

No.　　　　　　　
使用料　　　　　　　　　　　　円
　　　　　　年　　　月　　　日

大分スポーツ公園サブ競技場
陸上競技用具利用券
No.　　　　　　　

使用料　　　　　　　　　　　　円
　　　　　　年　　　月　　　日

5cm 7cm

5c
m

大分スポーツ公園サブ競技場
フィールド利用券（控え）

No.　　　　　　　
使用料　　　　　　　　　　　
1人１回　　　　　　　　　　　円
　　　　　　年　　　月　　　日

大分スポーツ公園サブ競技場
フィールド利用券
No.　　　　　　　

使用料　　　　　　　　　　
1人１回　　　　　　　　　　　円
　　　　　　年　　　月　　　日

5cm 7cm

5c
m

第 3 号様式（その 8）（第 4条関係）
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第 3号様式の 3（その 1）（第 4条関係）

No.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

大 洲 総 合 運 動 公 園
水 泳 プ ー ル 利 用 回 数 券

1人 11 回
金　　　　　　　　　　　　　　　　　

この回数券は、利用の際係員が切り取りますので、利用前に
切り取ると無効となります。

No.　　　　－ 11
水泳プール利用回数券

（切取無効）

No.　　　　－ 10
水泳プール利用回数券

（切取無効）

No.　　　　－２
水泳プール利用回数券

（切取無効）

No.　　　　－１
水泳プール利用回数券

（切取無効）

9cm

6c
m

22
cm
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第 3号様式の 3（その 2）（第 4条関係）

No.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

大 分 ス ポ ー ツ 公 園 総 合 競 技 場
ト レ ー ニ ン グ ル ー ム 利 用 回 数 券

1人 11 回
金　　　　　　　　　　　　　　　　　

この回数券は、利用の際係員が切り取りますので、利用前に
切り取ると無効となります。

No.　　　　－ 11
トレーニングルーム利用回数券

（切取無効）

No.　　　　－ 10
トレーニングルーム利用回数券

（切取無効）

No.　　　　－２
トレーニングルーム利用回数券

（切取無効）

No.　　　　－１
トレーニングルーム利用回数券

（切取無効）

9cm

6c
m

22
cm
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第 3号様式の 3（その 3）（第 4条関係）

No.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

大 分 ス ポ ー ツ 公 園 総 合 競 技 場
フ ィ ー ル ド 利 用 回 数 券

1人 11 回
金　　　　　　　　　　　　　　　　　

この回数券は、利用の際係員が切り取りますので、利用前に
切り取ると無効となります。

No.　　　　－ 11
フィールド利用回数券

（切取無効）

No.　　　　－ 10
フィールド利用回数券

（切取無効）

No.　　　　－２
フィールド利用回数券

（切取無効）

No.　　　　－１
フィールド利用回数券

（切取無効）

9cm

6c
m

22
cm
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第 3号様式の 4（その 2）（第 4条の 2関係）

第 3号様式の 4（その 1）（第 4条の 2関係）

大分スポーツ公園テニスコート
テニスコート利用券（控え）

No.　　　　　　　
１面　　　　　　　　　　　時間
使用料　　　　　　　　　　円
　　　　　　年　　　月　　　日　
コートNo.

大分スポーツ公園テニスコート
テニスコート利用券
No.　　　　　　　

１面　　　　　　　　　　　時間
使用料　　　　　　　　　　円
　　　　　　年　　　月　　　日
コートNo.

5cm 7cm

5c
m

大分スポーツ公園テニスコート
照明設備利用券（控え）
No.　　　　　　　

１面　　　　　　　　　　　時間
使用料　　　　　　　　　　円
　　　　　　年　　　月　　　日　
コートNo.

大分スポーツ公園テニスコート
照明設備利用券
No.　　　　　　　

１面　　　　　　　　　　　時間
使用料　　　　　　　　　　円
　　　　　　年　　　月　　　日
コートNo.

5cm 7cm

5c
m
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第 4号様式（第 7条関係）

公園施設設置許可申請書

年　　　月　　　日
　大分県知事　　　　　　　殿

住　所

氏　名　　　　　　　　　　　　　㊞

法人にあっては、主たる事務所の所在地
及び名称並びに代表者の氏名

　下記のとおり公園施設を設置したいので、許可してくださるよう申請します。

記

都 市 公 園 名

設置する公園施設名

設 置 の 目 的

設 置 の 期 間 　　　　 年　　　 月　　　 日 か ら　　　 年　　　 月　　 日 ま で

設 置 の 場 所 設置面積

構 造

管 理 の 方 法

工事の実施の方法

工 事 の 着 手 及 び
完 了 の 時 期

公園の復旧の方法

備 考

㎡

（ ）

申請者
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第 5号様式（第 7条関係）

公園施設管理許可申請書

年　　　月　　　日
　大分県知事　　　　　　　殿

住　所

氏　名　　　　　　　　　　　　　㊞

法人にあっては、主たる事務所の所在地
及び名称並びに代表者の氏名

　下記のとおり公園施設を管理したいので、許可してくださるよう申請します。

記

（ ）

都 市 公 園 名

管理する公園施設名
管 理 施 設

面 積
㎡

管 理 の 目 的 　　　

管 理 の 期 間 　　　年　　　　月　　　　日から　　　　年　　　　月　　　　日まで

管 理 の 方 法

備 考

申請者
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第 6号様式（第 7条関係）

公 園 占 用 許 可 申 請 書

年　　　月　　　日
　大分県知事　　　　　　　殿

住　所

氏　名　　　　　　　　　　　　　㊞

法人にあっては、主たる事務所の所在地
及び名称並びに代表者の氏名

　下記のとおり公園施設を占用したいので、許可してくださるよう申請します。

記

（ ）

都 市 公 園 名

占 用 物 件 の 種
類 及 び 数 量

占 用 の 目 的

占 用 の 期 間 　　　年　　　月　　　日から　　　　年　　　月　　　日まで

占 用 の 場 所

占 用 物 件 の 構 造

占用物件の管理の方法

工事の実施の方法

工 事 の 着 手 及 び
完 了 の 時 期 着手　　　年　　　月　　　日 完了　　　年　　　月　　　日

公園の復旧の方法

備 考

申請者
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第 7号様式（第 7条関係）

公 園 内 行 為 許 可 申 請 書

年　　　月　　　日
　大分県知事　　　　　　　殿

住　所

氏　名　　　　　　　　　　　　　㊞

法人にあっては、主たる事務所の所在地
及び名称並びに代表者の氏名

　下記のとおり公園内において大分県都市公園条例第 2条第 1項に規定する行為をしたいので、許可してく
ださるよう申請します。

記

申請者

都 市 公 園 名

行 為 を 行 う 場 所
又 は 公 園 施 設 名

行 為 の 内 容

行 為 の 目 的

行 為 の 期 間 年　　　月　　　日から　　　　年　　　月　　　日まで

公園の復旧の方法

備 考

（ ）
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第 8号様式（第 7条関係）

　　　　　変更許可申請書

年　　　月　　　日
　大分県知事　　　　　　　殿

住　所

氏　名　　　　　　　　　　　　　㊞

法人にあっては、主たる事務所の所在地
及び名称並びに代表者の氏名

　下記のとおり変更したいので、許可してくださるよう申請します。

記

公 園 施 設 設 置
公 園 施 設 管 理
公 園 占 用
公 園 内 行 為

都 市 公 園 名

許可を受けた公園施設名、

占 用 物 件 の 種 類

又 は 行 為 の 内 容

許 可 を 受 け た

年 月 日 及 び 番 号
　　　年　　　　月　　　　日　　第　　　　　　　　　号　

変 更 す る 事 項

変 更 す る 理 由

備 考

申請者

（ ）
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第 9号様式（第 7条関係）

　　　　　　工事完了届書

年　　　月　　　日
　大分県知事　　　　　　　殿

住　所

氏　名　　　　　　　　　　　　　㊞

法人にあっては、主たる事務所の所在地
及び名称並びに代表者の氏名

　下記のとおり　　　　　　　　に関する工事を完了したので、届けます。

記

公 園 施 設 設 置
公 園 占 用

公園施設設置
公 園 占 用

都 市 公 園 名

許 可 を 受 け た
年 月 日 及 び 番 号

　　　年　　　　月　　　　日　　第　　　　　　　　　号　

工事を行った公園施設名
又 は 占 用 物 件

工 事 完 了 年 月 日 　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日　　

備 考

届出者

（ ）
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第 10 号様式（第 7条関係）

　　　　廃止届書

年　　　月　　　日　
大分県知事　　　　　　　殿

住　所

氏　名　　　　　　　　　　　　　㊞

法人にあっては、主たる事務所の所在地
及び名称並びに代表者の氏名

　下記のとおり廃止したので、届けます。

記

公 園 施 設 設 置
公 園 施 設 管 理
公 園 占 用

届出者

都 市 公 園 名

許 可 を 受 け た
年 月 日 及 び 番 号

　　　年　　　　月　　　　日　　第　　　　　　　　　号　

許可を受けた公園施設名
又 は 占 用 物 件

の廃止の年月日 　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日　　

備 考

設 置

管 理

占 用

（ ）
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第 11 号様式（第 7条関係）

公 園 原 状 回 復 届 書

年　　　月　　　日
　大分県知事　　　　　　　殿

住　所

氏　名　　　　　　　　　　　　　㊞

法人にあっては、主たる事務所の所在地
及び名称並びに代表者の氏名

　下記のとおり公園を現状回復したので、届けます。

記

届出者

都 市 公 園 名

許 可 を 受 け た
年 月 日 及 び 番 号

　　　年　　　　月　　　　日　　第　　　　　　　　　号　

原状回復を命ぜられた
年 月 日 及 び 番 号

　　　年　　　　月　　　　日　　第　　　　　　　　　号　  

原状回復した公園施設名
又 は 占 用 物 件

　　　　　　

原状回復した年月日 　　　年　　　　　月　　　　　日　　

備 考

（ ）
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第 12 号様式（第 7条関係）

公園内における措置命令に係る工事完了届書

年　　　月　　　日
　大分県知事　　　　　　　殿

住　所

氏　名　　　　　　　　　　　　　㊞

法人にあっては、主たる事務所の所在地
及び名称並びに代表者の氏名

　下記のとおり工事を完了したので、届けます。

記

届出者

都 市 公 園 名

工 事 を 命 ぜ ら れ た
年 月 日 及 び 番 号

　　　年　　　　月　　　　日　　第　　　　　　　　　号　

工事を行った公園施設
名 又 は 占 用 物 件

　　　  

工 事 完 了 年 月 日 　　　年　　　　　月　　　　　日　　

備 考

（ ）
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第 13 号様式（第 7条関係）

公園を構成する土地物件の　　　　　　　　　届書

年　　　月　　　日
　大分県知事　　　　　　　殿

住　所

氏　名　　　　　　　　　　　　　㊞

法人にあっては、主たる事務所の所在地
及び名称並びに代表者の氏名

　下記のとおり　　　　　　　　　したので、届けます。

記

届出者

都 市 公 園 名

土地の地番及び面積 地 番 面 積 ㎡

新所有権者又は抵当権者 　　　  

所有権移転又は抵当権
設 定 の 年 月 日

　　　年　　　　　月　　　　　日　　

備 考

所 有 権 移 転
抵当権設定・移転

所 有 権 移 転
抵当権設定・移転

（ ）



－ 37 －

第 14 号様式（第 10 条関係）

保 管 工 作 物 等 一 覧 簿

整理番号

保管した工作物等 保管した工
作物等が放
置 さ れ て
い た 場 所

除却した
年月日時

保管を始め
た年月日時 保管の場所 備考

名称又は種類 形状又は特徴 数量
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第 15 号様式（第 11 条関係）

受　　　領　　　書

年　　　月　　　日
　大分県知事　　　　　　　殿

返還を受けた者
住　所

氏　名　　　　　　　　　　　　　㊞

法人にあっては、主たる事務所の所在地
及び名称並びに代表者の氏名

　下記のとおり工作物等（現金）の返還を受けました。

記

（ ）

返 還 を 受 け た 日 時

返 還 を 受 け た 場 所

返
還
を
受
け
た
工
作
物
等

整 理 番 号

名 称 又 は 種 類

形 状 又 は 特 徴

数 量

（ 返 還 を 受 け た 金 額 ）

注　氏名（法人にあっては、代表者の氏名）を記載し、押印することに代えて、自署することができる。
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大
分
県
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

大
分
県
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例

（
趣
旨
）

第
一
条　

こ
の
条
例
は
、
法
令
又
は
他
の
条
例
に
特
別
の
定
の
あ
る
も
の
を

除
く
ほ
か
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第

二
百
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
行
政
財
産
の
目
的
外
使
用
又
は
公
の
施
設

の
利
用
に
係
る
使
用
料
及
び
同
法
第
二
百
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
特
定
の
者
の
た
め
に
す
る
事
務
の
手
数
料
の
金
額
及
び
そ
の
徴
収
等
に

関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
昭
三
九
条
例
一
六
・
一
部
改
正
）

（
使
用
料
及
び
手
数
料
の
徴
収
の
範
囲
）

第
二
条　

使
用
料
は
、
行
政
財
産
を
使
用
し
、
又
は
公
の
施
設
を
利
用
す
る

者
か
ら
徴
収
す
る
。
た
だ
し
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
は
知
事

が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
場
合
に
は
、
徴
収
し
な
い
。

２　

手
数
料
は
、
特
定
の
者
の
た
め
に
す
る
事
務
に
つ
い
て
そ
の
利
益
を
受

け
る
者
か
ら
徴
収
す
る
。
た
だ
し
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
は
、

法
令
に
特
別
の
定
の
あ
る
場
合
及
び
知
事
が
徴
収
す
る
こ
と
を
適
当
と
認

め
る
場
合
以
外
は
、
徴
収
し
な
い
。

（
昭
三
九
条
例
一
六
・
一
部
改
正
）

（
使
用
料
及
び
手
数
料
の
種
類
及
び
金
額
）

第
三
条　

使
用
料
の
種
類
及
び
金
額
は
、
公
の
施
設
の
利
用
に
係
る
使
用
料

に
あ
つ
て
は
別
表
第
一
に
、
行
政
財
産
の
目
的
外
使
用
に
係
る
使
用
料
に

あ
つ
て
は
別
表
第
二
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

２　

手
数
料
の
種
類
及
び
金
額
は
、
別
表
第
三
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

３　

使
用
料
及
び
手
数
料
の
金
額
に
つ
い
て
最
低
又
は
最
高
の
範
囲
を
定
め

た
も
の
は
、
知
事
が
受
益
の
程
度
、
事
務
の
難
易
、
経
済
情
勢
等
を
勘
案

し
て
随
時
そ
の
金
額
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
昭
三
九
条
例
一
六
・
一
部
改
正
）

（
使
用
料
及
び
手
数
料
の
徴
収
方
法
）

第
四
条　

使
用
料
及
び
手
数
料
の
徴
収
方
法
は
、
納
入
通
知
書
に
よ
る
も
の

と
し
、
別
に
定
め
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
収
入
証
紙
、
現
金
又
は
口
座
振

替
に
よ
っ
て
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

使
用
料
及
び
手
数
料
は
、
規
則
で
定
め
る
も
の
を
除
き
、
使
用
の
開
始

前
又
は
申
請
と
と
も
に
そ
の
都
度
徴
収
す
る
。

（
昭
三
九
条
例
一
六
・
平
四
条
例
九
・
一
部
改
正
）

（
使
用
料
及
び
手
数
料
の
還
付
）

第
五
条　

す
で
に
徴
収
し
た
使
用
料
及
び
手
数
料
は
、
法
令
又
は
規
則
で
定

め
る
場
合
を
除
き
、
還
付
し
な
い
。

（
使
用
料
及
び
手
数
料
の
減
免
等
）

第
六
条　

知
事
は
、
災
害
そ
の
他
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
者
に
対
し

て
は
、
使
用
料
及
び
手
数
料
を
減
免
し
、
又
は
そ
の
徴
収
を
延
期
し
若
し

く
は
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

知
事
は
、
公
益
上
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
行
政
財
産
の

目
的
外
使
用
に
係
る
使
用
料
を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
昭
三
九
条
例
一
六
・
一
部
改
正
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

以
下　

省
略

大
分
県
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例　
（
昭
和
三
十
一
年
三
月
三
十
日　

大
分
県
条
例
第
二
十
七
号
）
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大
洲
総
合

運
動
公
園

公
の
施
設
の

名

称
大
分
県
都

市
公
園
条
例

（
昭
和
五
十
三

年
大
分
県

条
例
第
二
十

号
）
第
二

条
第
一
項
の

公
園
の
占
用
に

係
る
使
用
料

公
園
施
設
の

管
理
に
係

る
使
用
料

公
園
施
設
の

設
置
に
係

る
使
用
料

使
用
料
の

名

称
業
と
し
て
行
う
撮
影

物
品
の
販
売
、
募
金
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
行
為

そ
の
他
の
も
の

競
技
会
、
集
会
、
展
示
会
、
博
覧
会
そ
の
他
こ
れ
ら

に
類
す
る
催
し
の
た
め
設
け
ら
れ
る
仮
設
工
作
物

郵
便
差
出
箱

水
道
管
、
下
水

道
管
、
ガ
ス
管
、

そ
の
他
こ
れ
ら

に
類
す
る
も
の

変
圧
塔
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
及
び
公
衆
電
話
所

電
線
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の

そ
の
他
の
柱
類

電
話
柱
（
電
柱
で
あ
る
も
の
を
除
く
。）

電
柱
及
び
そ
の
支
柱

区　
　
　
　
　
　
　
　
　

分

地
上
に
設
け
ら
れ
る
も
の

地
下
に
設
け
ら
れ
る
も
の

外
径
が
一
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

外
径
が
〇
・
四
メ
ー
ト
ル
以
上

一
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

外
径
が
〇
・
四
メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の

映

　

画

写

　

真
一

日

一

日

一

日

一

件

一
月
一
平
方

メ

ー

ト

ル

一
年
一
平
方

メ

ー

ト

ル

一
日
一
平
方

メ

ー

ト

ル

一
年
一
平
方

メ

ー

ト

ル

一
年
一
メ
ー
ト
ル

一
年
一
平
方

メ

ー

ト

ル

一
年
一
メ
ー
ト
ル

一

年

一

本

電
気
通
信
事
業
法
施
行
令
（
昭
和
六
十

年
政
令
第
七
十
五
号
）
別
表
第
一
に
定

め
る
額

一

年

一

本

一
年
一
平
方

メ

ー

ト

ル

一
年
一
平
方

メ

ー

ト

ル

単　
　
　

位

七
、九
五
〇
円

一
八
〇
円

一
八
〇
円

一
〇
〇
円

五
〇
〇
円

一
〇
円

一
、〇
〇
〇
円

一
、〇
〇
〇
円

五
〇
〇
円

二
〇
〇
円

一
、〇
〇
〇
円

一
〇
〇
円

五
〇
〇
円

一
、三
五
〇
円

三
、〇
〇
〇
円

一
、〇
〇
〇
円

金　
　
　

額

１　

一
年
の
単
位
で
示
し
た
も
の
に
つ
い
て
、
占
用
の
期

間
が
一
年
未
満
で
あ
る
と
き
、
又
は
そ
の
期
間
に
一

年
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
月
割
を
も
つ
て
計
算

し
、
な
お
、
一
月
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
一
月

と
し
て
計
算
し
、
一
月
の
単
位
で
示
し
た
も
の
に
つ

い
て
、
占
用
の
期
間
が
一
月
未
満
で
あ
る
と
き
、
又

は
そ
の
期
間
に
一
月
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
一

月
と
し
て
計
算
す
る
。

２　

面
積
又
は
長
さ
の
単
位
未
満
の
数
値
又
は
単
位
未
満

の
端
数
は
、
単
位
の
数
値
に
切
り
上
げ
る
。

備　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

考

大
分
県
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例　
　

別
表
第
一
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大
洲
総
合

運
動
公
園

有
料
公
園

施
設
の
利

用
に
係
る

使
用
料

行
為
に
係

る
使
用
料

硬　

式

野
球
場

軟

式

野

球

場

広
告
物
の
掲
出

照
明
設
備

グ
ラ
ウ
ン
ド

ア
マ
チ
ュ

ア
ス
ポ
ー

ツ
に
使
用

す
る
場
合

そ
の
他
に
使
用

す

る

場

合

ア
マ
チ
ュ
ア
ス
ポ
ー

ツ
に
使
用
す
る
場
合

照

明

設

備

グ

ラ

ウ

ン

ド

バ
ッ
テ
リ
ー

間

照

度

三
〇
〇
ル
ク
ス

一

時

間

五
〇
〇
ル
ク
ス

一

時

間

七
〇
〇
ル
ク
ス

一

時

間

一
、〇
〇
〇
ル
ク
ス

一

時

間

一
、四
〇
〇
ル
ク
ス

一

時

間

二
、〇
〇
〇
ル
ク
ス

一

時

間

二
、八
〇
〇
ル
ク
ス

一

時

間

一

時

間

一

時

間

一

時

間

一

時

間

一
日
一
平
方

メ

ー

ト

ル

三
、八
八
〇
円

六
、三
〇
〇
円

八
、七
二
〇
円

一
二
、五
〇
〇
円

一
八
、〇
五
〇
円

二
四
、二
五
〇
円

三
六
、一
五
〇
円

一
〇
、七
〇
〇
円

二
、一
四
〇
円

二
、六
三
〇
円

六
〇
〇
円

二
、三
〇
〇
円

１　

土
曜
日
、
日
曜
日
又
は
祝
日
に
使
用
す
る
場
合
は
、

そ
れ
ぞ
れ
上
記
使
用
料
の
額
の
三
割
増
し
と
す
る
。

２　

入
場
料
（
前
売
券
面
額
を
い
い
、
前
売
券
の
な
い
場

合
は
、
行
事
の
当
日
に
入
場
者
か
ら
領
収
す
る
金
額
）

又
は
会
費
を
徴
収
し
て
使
用
す
る
場
合
は
、
一
人
当

た
り
の
税
込
入
場
料
又
は
会
費
の
額
（
二
種
類
以
上

あ
る
場
合
は
、そ
の
最
高
額
）
を
、ア
マ
チ
ュ
ア
ス
ポ
ー

ツ
に
使
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
一
〇
〇
倍
し
た
額

を
、
そ
の
他
に
使
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
二
〇
〇

倍
し
た
額
を
加
算
す
る
。

３　

中
学
校
体
育
連
盟
、
高
等
学
校
体
育
連
盟
、
高
等
学

校
野
球
連
盟
、
軟
式
野
球
連
盟
及
び
財
団
法
人
日
本

野
球
連
盟
が
主
催
し
て
使
用
す
る
行
事
の
場
合
の
上

記
使
用
料
の
額
、
第
一
項
の
割
増
額
及
び
前
項
の
加

算
額
は
、
上
記
使
用
料
の
額
、
第
一
項
の
割
増
額
及

び
前
項
の
加
算
額
に
、
そ
れ
ぞ
れ
二
分
の
一
を
乗
じ

た
額
と
す
る
。
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大
洲
総
合

運
動
公
園

有
料
公
園

施
設
の
利

用

に

係

る
使
用
料

弓

道

場

庭

球

場

硬

式

野
球
場

附
属
設
備

照
明
設
備

個
人
使
用

す
る
場
合

専
用
使
用
す
る
場
合

照

明

設

備

一

般

高
校
生　

・
中
学

生　

・

小

学

生

冷

房

設

備

シ
ャ
ワ
ー
設
備

ス
コ
ア
ボ
ー
ド
設
備

放

送

設

備

そ
の
他
に
使
用

す

る

場

合

ア
マ
チ
ュ

ア
ス
ポ
ー

ツ
に
使
用

す
る
場
合

一

般

高
校
生

中
学
生

・
小
学
生

グ
ラ
ウ
ン
ド
内

均
一
照
度

一

人

一

月

一

人

一

回

一

人

一

月

一

人

一

回

一

人

一

月

一

人

一

回

一

時

間

一
面
一
時
間

一
面
一
時
間

一
面
一
時
間

一

時

間

一

人

一

回

一

試

合

一

試

合

一

時

間

一

時

間

一
、五
一
〇
円

三
七
〇
円

七
五
〇
円

一
九
〇
円

三
七
〇
円

一
〇
〇
円

一
、一
三
〇
円

三
〇
〇
円

三
二
〇
円

二
七
〇
円

七
三
〇
円

九
〇
円

八
九
〇
円

一
、七
七
〇
円

一
二
八
、五
〇
〇
円

五
、〇
四
〇
円

　
「
中
学
生
・
小
学
生
」
と
は
中
学
校
の
生
徒
、
小
学
校
の
児

童
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
を
い
い
、「
高
校
生
」
と
は
高
等

学
校
の
生
徒
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
者
を
い
う
。

　
「
高
校
生
・
中
学
生
・
小
学
生
」
と
は
、
高
等
学
校
の
生
徒
、

中
学
校
の
生
徒
、
小
学
校
の
児
童
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者

を
い
う
。
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大
洲
総
合

運
動
公
園

有
料
公
園

施
設
の
利

用
に
係
る

使

用

料

多

目

的

広

場

水

泳

プ

ー

ル

照
明
設
備

グ
ラ
ウ
ン
ド

専
用
使
用
す
る
場
合

一

般

中

学

生

小

学

生
・

幼

児

グ

ラ

ウ

ン

ド

内

均
一
照
度

バ

ッ

テ

リ
ー
間
照

度
五
〇
〇

ル
ク
ス

全

面

一

時

間

半

面

一

時

間

一

時

間

全
面
一
時
間

半
面
一
時
間

土
曜
日

日
曜
日
一
時
間

祝　

日

平
日
一
時
間

一
人
十
一
回

一

人

一

回

一
人
十
一
回

一

人

一

回

一
人
十
一
回

一

人

一

回

二
、六
五
〇
円

二
、八
五
〇
円

一
、四
三
〇
円

五
〇
〇
円

二
五
〇
円

一
〇
、二
〇
〇
円

六
、二
二
〇
円

二
、〇
〇
〇
円

二
〇
〇
円

一
、一
〇
〇
円

一
一
〇
円

六
五
〇
円

七
〇
円

　

水
泳
連
盟
、
中
学
校
体
育
連
盟
及
び
高
等
学
校
体
育
連

盟
が
主
催
し
て
使
用
す
る
行
事
の
場
合
の
使
用
料
の
額

は
、上
記
使
用
料
の
額
に
二
分
の
一
を
乗
じ
た
額
と
す
る
。

回
数
券
で
利
用
す
る
場
合
に
限
る
。

回
数
券
で
利
用

す
る
場
合
に
限

る
。

回
数
券
で
利
用

す
る
場
合
に
限

る
。

１　
「
小
学
生
」
と
は
小
学
校
の
児

童
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
者
を

い
い
、「
幼
児
」
と
は
満
四
歳

か
ら
小
学
校
就
学
の
始
期
に

達
す
る
ま
で
の
者
を
い
う
。

２　
「
中
学
生
」
と
は
中
学
校
の
生

徒
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
者
を
い

う
。
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高

尾

山

自
然
公
園

大
分
県
都

市
公
園
条

例
第
二
条

第
一
項
の

行
為
に
係

る
使
用
料

公
園
の
占

用
に
係
る

使

用

料

公
園
施
設
の

設
置
に
係

る
使
用
料

業
と
し
て
行
う

撮
影

物
品
の
販
売
、
募
金
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
行
為

そ
の
他
の
も
の

競
技
会
、
集
会
、
展
示
会
、
博
覧
会
そ
の
他
こ
れ
ら

に
類
す
る
催
し
の
た
め
設
け
ら
れ
る
仮
設
工
作
物

郵
便
差
出
箱

水
道
管
、
下
水

道
管
、
ガ
ス
管

そ
の
他
こ
れ
ら

に
類
す
る
も
の

変
圧
塔
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
及
び
公
衆
電

話
所

電
線
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の

そ
の
他
の
柱
類

電
話
柱
（
電
柱
で
あ
る
も
の
を
除
く
。）

電
柱
及
び
そ
の
支
柱映　

　
　

画

写　
　
　

真

地
上
に
設
け
ら
れ
る
も
の

地
下
に
設
け
ら
れ
る
も
の

外
径
が
一
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

外
径
が
〇
・
四
メ
ー
ト
ル
以
上

一
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

外
径
が
〇
・
四
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の

一

日

一

日

一

件

一

日

一
月
一
平
方

メ

ー

ト

ル

一
年
一
平
方

メ

ー

ト

ル

一
日
一
平
方

メ

ー

ト

ル

一
年
一
平
方

メ

ー

ト

ル

一
年一

メ
ー
ト
ル

一
年
一
平
方

メ

ー

ト

ル

一
年一

メ
ー
ト
ル

一

年

一

本

電
気
通
信
事
業
法
施
行
令
別
表
第
一

に
定
め
る
額

一

年

一

本

一
年
一
平
方

メ

ー

ト

ル

七
、九
五
〇
円

一
八
〇
円

一
八
〇
円

三
〇
円

一
五
〇
円

三
円

三
〇
〇
円

三
〇
〇
円

一
五
〇
円

六
〇
円

三
〇
〇
円

三
〇
円

一
五
〇
円

四
二
〇
円

三
〇
〇
円

１　

一
年
の
単
位
で
示
し
た
も
の
に
つ
い
て
、
占
用
の
期

間
が
一
年
未
満
で
あ
る
と
き
、
又
は
そ
の
期
間
に
一

年
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
月
割
を
も
つ
て
計
算

し
、
な
お
、
一
月
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
一
月

と
し
て
計
算
し
、
一
月
の
単
位
で
示
し
た
も
の
に
つ

い
て
、
占
用
の
期
間
が
一
月
未
満
で
あ
る
と
き
、
又

は
そ
の
期
間
に
一
月
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
一

月
と
し
て
計
算
す
る
。

２　

面
積
又
は
長
さ
の
単
位
未
満
の
数
値
又
は
単
位
未
満

の
端
数
は
、
単
位
の
数
値
に
切
り
上
げ
る
。
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ハ
ー
モ
ニ
ー

パ

ー

ク
公
園
の
占
用
に

係
る
使
用
料

公
園
施
設
の

管
理
に
係

る
使
用
料

公
園
施
設
の

設
置
に
係

る
使
用
料

そ
の
他
の
も
の

競
技
会
、
集
会
、
展
示
会
、
博
覧
会
そ
の
他
こ
れ
ら

に
類
す
る
催
し
の
た
め
設
け
ら
れ
る
仮
設
工
作
物

郵
便
差
出
箱

水
道
管
、
下
水

道
管
、
ガ
ス
管

そ
の
他
こ
れ
ら

に
類
す
る
も
の

変
圧
塔
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
及
び
公
衆
電

話
所

電
線
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の

そ
の
他
の
柱
類

電
話
柱
（
電
柱
で
あ
る
も
の
を
除
く
。）

電
柱
及
び
そ
の
支
柱地

上
に
設
け
ら
れ
る
も
の

地
下
に
設
け
ら
れ
る
も
の

外
径
が
一
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

外
径
が
〇
・
四
メ
ー
ト
ル
以
上

一
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

外
径
が
〇
・
四
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の

一
月
一
平
方

メ

ー

ト

ル

一
年
一
平
方

メ

ー

ト

ル

一
日
一
平
方

メ

ー

ト

ル

一
年
一
平
方

メ

ー

ト

ル

一
年

　

一
メ
ー
ト
ル

一
年
一
平
方

メ

ー

ト

ル

一
年

　

一
メ
ー
ト
ル

一

年

一

本

電
気
通
信
事
業
法
施
行
令
別
表
第
一

に
定
め
る
額

一

年

一

本

一
年
一
平
方

メ

ー

ト

ル

一
年
一
平
方

メ

ー

ト

ル

五
〇
円

二
五
〇
円

五
円

五
〇
〇
円

五
〇
〇
円

二
五
〇
円

一
〇
〇
円

五
〇
〇
円

五
〇
円

二
五
〇
円

六
七
五
円

一
、四
〇
〇
円

五
〇
〇
円

１　

一
年
の
単
位
で
示
し
た
も
の
に
つ
い
て
、
占
用
の
期

間
が
一
年
未
満
で
あ
る
と
き
、
又
は
そ
の
期
間
に
一

年
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
月
割
を
も
つ
て
計
算

し
、
な
お
、
一
月
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
一
月

と
し
て
計
算
し
、
一
月
の
単
位
で
示
し
た
も
の
に
つ

い
て
、
占
用
の
期
間
が
一
月
未
満
で
あ
る
と
き
、
又

は
そ
の
期
間
に
一
月
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
一

月
と
し
て
計
算
す
る
。

２　

面
積
又
は
長
さ
の
単
位
未
満
の
数
値
又
は
単
位
未
満

の
端
数
は
、
単
位
の
数
値
に
切
り
上
げ
る
。

３　
「
普
通
自
動
車
」
と
は
道
路
交
通
法
施
行
規
則
（
昭

和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
六
十
号
）
第
二
条
の
表
に

定
め
る
普
通
自
動
車
を
、「
小
型
特
殊
自
動
車
」
と
は

同
表
に
定
め
る
小
型
特
殊
自
動
車
を
い
う
。
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大
分
ス
ポ

ー
ツ
公
園

公
園
の
占
用
に

係
る
使
用
料

公
園
施
設
の

管
理
に
係

る
使
用
料

公
園
施
設
の

設
置
に
係

る
使
用
料

有
料
公
園
施

設
の
利
用
に

係
る
使
用
料

大
分
県
都
市

公
園
条
例

第
二
条
第
一

項
の
行
為
に

係
る
使
用
料

競
技
会
、
集
会
、
展
示
会
、
博
覧
会
そ
の
他
こ
れ
ら

に
類
す
る
催
し
の
た
め
設
け
ら
れ
る
仮
設
工
作
物

郵
便
差
出
箱

水
道
管
、
下
水

道
管
、
ガ
ス
管

そ
の
他
こ
れ
ら

に
類
す
る
も
の

変
圧
塔
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
及
び
公
衆
電

話
所

電
線
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の

そ
の
他
の
柱
類

電
話
柱
（
電
柱
で
あ
る
も
の
を
除
く
。）

電
柱
及
び
そ
の
支
柱

駐

車

場

業
と
し
て
行
う

撮
影

物
品
の
販
売
、
募
金
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
行
為

外
径
が
一
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

外
径
が
〇
・
四
メ
ー
ト
ル
以
上

一
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

外
径
が
〇
・
四
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の

普
通
自
動
車

小
型
特
殊
自
動
車

映　
　
　

画

写　
　
　

真

一
日
一
平
方

メ

ー

ト

ル

一
年
一
平
方

メ

ー

ト

ル

一
年

　

一
メ
ー
ト
ル

一
年
一
平
方

メ

ー

ト

ル

一
年

　

一
メ
ー
ト
ル

一

年

一

本

電
気
通
信
事
業
法
施
行
令
別
表
第
一

に
定
め
る
額

一

年

一

本

一
年
一
平
方

メ

ー

ト

ル

一
年
一
平
方

メ

ー

ト

ル

一

回

一

日

一

日

一

件

一

日

五
円

五
〇
〇
円

五
〇
〇
円

二
五
〇
円

一
〇
〇
円

五
〇
〇
円

五
〇
円

二
五
〇
円

六
七
五
円

一
八
、五
〇
〇
円

五
〇
〇
円

三
〇
〇
円

七
、九
五
〇
円

一
八
〇
円

一
八
〇
円

１　

一
年
の
単
位
で
示
し
た
も
の
に
つ
い
て
、
占
用
の
期
間

が
一
年
未
満
で
あ
る
と
き
、
又
は
そ
の
期
間
に
一
年
未
満

の
端
数
が
あ
る
と
き
は
月
割
を
も
つ
て
計
算
し
、
な
お
、

一
月
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
一
月
と
し
て
計
算
し
、

一
月
単
位
で
示
し
た
も
の
に
つ
い
て
、
占
用
の
期
間
が
一

月
未
満
で
あ
る
と
き
、
又
は
そ
の
期
間
に
一
月
未
満
の
端

数
が
あ
る
と
き
は
一
月
と
し
て
計
算
す
る
。

２　

面
積
又
は
長
さ
の
単
位
未
満
の
数
値
又
は
単
位
未
満
の

端
数
は
、
単
位
の
数
値
に
切
り
上
げ
る
。
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大
分
ス
ポ

ー
ツ
公
園

有
料
公
園
施

設
の
利
用
に

係
る
使
用
料

大
分
県
都
市

公
園
条
例

第
二
条
第
一

項
の
行
為
に

係
る
使
用
料

総
合
競

技
場

広
告
物
の
表
示

興
行
、
競
技
会
、
展
示
会
、
博
覧
会
そ
の
他
こ
れ

ら
に
類
す
る
催
し
の
た
め
に
駐
車
場
を
使
用
す
る

場
合

業
と
し
て
行
う

撮
影

物
品
の
販
売
、
募
金
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
行
為

そ
の
他
の
も
の

フ
ィ
ー

ル
ド

専
用
使

用
す
る

場
合

そ
の
他
の
も
の

電
光
掲
示
装
置
に
よ
る
も
の

大
型
映
像
装
置
に
よ
る
も
の

映　
　
　

画

写　
　
　

真

地
上
に
設
け
れ
る
も
の

地
下
に
設
け
ら
れ
る
も
の

観
覧
席
を
使
用
し
な

い
場
合
又
は
メ
イ
ン

ス
タ
ン
ド
の
み
を
使

用
す
る
場
合

観
覧
席
を
全
部
使
用

す
る
場
合

一

時

間

一

時

間

一
日
一
平
方

メ

ー

ト

ル

一

件

一

日

一

件

一

日

一
日
一
平
方

メ

ー

ト

ル

一

日

一

日

一

件

一

日

一
月
一
平
方

メ

ー

ト

ル

一
年
一
平
方

メ

ー

ト

ル

一
四
、四
〇
〇
円

二
八
、八
〇
〇
円

二
、三
〇
〇
円

一
四
、一
二
〇
円

五
七
、二
〇
〇
円

五
円

七
、九
五
〇
円

一
八
〇
円

一
八
〇
円

五
〇
円

二
五
〇
円

１　

入
場
料
等
（
入
場
料
、
会
費
そ
の
他
名
称
の
い
か
ん

を
問
わ
ず
入
場
者
か
ら
徴
収
す
る
入
場
の
対
価
を
い

う
。）
を
徴
収
し
て
利
用
す
る
場
合
の
使
用
料
の
額
は
、

一
人
当
た
り
の
入
場
料
等
の
額
（
二
種
類
以
上
あ
る

場
合
は
、
そ
の
最
高
額
）
に
、
三
百
（
ア
マ
チ
ュ
ア

ス
ポ
ー
ツ
に
使
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
百
）
を
乗

じ
て
得
た
額
を
上
記
使
用
料
の
額
に
加
算
し
た
額
と

す
る
。

２　

高
等
学
校
の
生
徒
、
中
学
校
の
生
徒
、
小
学
校
の
児

童
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
並
び
に
幼
児
（
四
歳
か
ら

小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
者
を
い
う
。）

が
専
ら
利
用
す
る
場
合
の
使
用
料
の
額
は
、
上
記
使
用

料
の
額
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
額
に
そ
れ

ぞ
れ
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
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大
分
ス
ポ

ー
ツ
公
園
有
料
公
園
施

設
の
利
用
に

係
る
使
用
料
総
合
競

技
場

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
室

ド
ー
ピ
ン
グ
テ
ス
ト
室

附
属

設
備

フ
ィ
ー

ル
ド

電
源
装
置

芝
保
護
板

ウ
ォ
ー
ル
カ
ー
テ
ン

可
動
屋
根

電
光
掲
示
装
置

大
型
映
像
装
置

放
送
設
備

照
明
設
備

個
人
使
用
す
る
場
合

一

時

間

一

時

間

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト

一

時

間

一
式
一
時
間

一
式
一
時
間

開

閉

一

回

一

時

間

一

時

間

一

時

間

一
五
〇
ル
ク
ス

一

時

間

二
〇
〇
ル
ク
ス

一

時

間

三
五
〇
ル
ク
ス

一

時

間

五
〇
〇
ル
ク
ス

一

時

間

七
五
〇
ル
ク
ス

一

時

間

一
、五
〇
〇
ル
ク
ス

一

時

間

一
人
十
一
回

一

人

一

回

一
、〇
五
〇
円

四
五
〇
円

二
〇
円

二
五
〇
円

四
〇
〇
円

二
六
、八
五
〇
円

一
、三
五
〇
円

一
三
、〇
〇
〇
円

一
、一
〇
〇
円

三
、八
五
〇
円

五
、二
五
〇
円

六
、一
〇
〇
円

七
、九
五
〇
円

一
〇
、二
〇
〇
円

二
〇
、二
五
〇
円

一
、〇
〇
〇
円

一
〇
〇
円

回
数
券
で
利
用
す

る
場
合
に
限
る
。

　

高
等
学
校
の
生
徒
、
中
学
校
の
生

徒
、
小
学
校
の
児
童
及
び
こ
れ
ら

に
準
ず
る
者
が
利
用
す
る
場
合
の
使

用
料
の
額
は
、
上
記
使
用
料
の
額
に

百
分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す

る
。
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大
分
ス
ポ

ー
ツ
公
園

有
料
公
園
施

設
の
利
用
に

係
る
使
用
料
総
合
競

技
場

競
技
運
営
室

競
技
本
部
室

ト
レ
ー
ニ

ン

グ

室

一
般
更
衣
室

写
真
判
定
室

指
導
員
室

マ
ッ
サ
ー
ジ
室

選
手
更
衣
室

小 中 大
個
人
使
用
す
る
場
合

専
用
使
用
す
る
場
合

個
人
使
用
す
る
場
合

小 中 大

一
室
一
時
間

一
室
一
時
間

一

時

間

一

時

間

一
人
十
一
回

一

人

一

回

一
室
一
時
間

一

人

一

回

一

日

一

日

一

日

一

室

一

日

一
室
一
時
間

一
室
一
時
間

一

室

一

日

六
〇
〇
円

七
五
〇
円

一
、〇
〇
〇
円

五
五
〇
円

三
、〇
〇
〇
円

三
〇
〇
円

一
、四
〇
〇
円

一
〇
〇
円

二
、七
〇
〇
円

六
、四
〇
〇
円

九
、一
〇
〇
円

一
五
、〇
〇
〇
円

二
〇
〇
円

二
〇
〇
円

三
、六
〇
〇
円

回
数
券
で
利

用
す
る
場
合

に
限
る
。

　

高
等
学
校
の
生
徒
、
中
学
校
の
生
徒
、
小
学
校
の
児
童

及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
が
専
ら
利
用
す
る
場
合
の
使
用

料
の
額
は
、
上
記
使
用
料
の
額
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て

得
た
額
と
す
る
。

　

高
等
学
校
の
生
徒
、
中
学
校
の
生
徒
、

小
学
校
の
児
童
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者

が
利
用
す
る
場
合
の
使
用
料
の
額
は
、
上

記
使
用
料
の
額
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て

得
た
額
と
す
る
。
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大
分
ス
ポ

ー
ツ
公
園

有
料
公
園
施

設
の
利
用
に

係
る
使
用
料

サ
ッ
カ

ー・ラ
グ

ビ
ー
場

総
合
競

技
場

フ
ィ
ー

ル

ド

陸
上

競
技

用
具

チ
ケ
ッ
ト
売
場

会

議

室

特
別
観
覧
室

特
別
室

そ
の
他
に
使
用
す
る
場
合

ア
マ
チ
ュ
ア
ス
ポ
ー
ツ
に
使
用
す

る
場
合

個
人

使
用

す
る

場
合

専
用
使
用
す
る
場
合

棒
高
跳
び
用
具

走
り
高
跳
び
用
具

三
、〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
障
害

物
移
動
障
害
物

ハ
ー
ド
ル

ス
タ
ー
テ
ィ
ン
グ
ブ
ロ
ッ
ク

小 中 大
特　
　

別

小 大

一
面
一
時
間

一
面
一
時
間

一

組

一

日

一

組

一

日

一

組

一

日

一

組

一

日

一

台

一

日

一

式

一

日

一
室
一
時
間

一

時

間

一
室
一
時
間

一
室
一
時
間

一

時

間

一
室
一
時
間

一

時

間

一

時

間

九
、〇
〇
〇
円

三
、〇
〇
〇
円

二
〇
〇
円

二
〇
〇
円

一
〇
〇
円

一
〇
〇
円

五
〇
円

二
〇
、〇
〇
〇
円

一
五
〇
円

四
〇
〇
円

八
〇
〇
円

一
、二
〇
〇
円

二
、〇
〇
〇
円

一
、三
〇
〇
円

二
、〇
〇
〇
円

二
二
、四
〇
〇
円

　

高
等
学
校
の
生
徒
、
中
学
校
の
生
徒
、
小
学
校
の
児

童
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
並
び
に
幼
児
（
四
歳
か
ら

小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
者
を
い
う
。）
が

専
ら
利
用
す
る
場
合
の
使
用
料
の
額
は
、
上
記
使
用
料

の
額
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
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大
分
ス
ポ

ー
ツ
公
園

有
料
公
園
施

設
の
利
用
に

係
る
使
用
料

野
球
場

サ
ッ
カ

ー
・
ラ
グ

ビ
ー
場

附

属

設

備

グ
ラ
ウ

ン
ド

第
二

管
理
棟

第

一

管
理
棟

照
明

設
備

照
明
設
備

そ
の
他
に
使
用
す
る
場
合

ア
マ
チ
ュ
ア
ス
ポ
ー
ツ
に
使
用
す

る
場
合

会
議
室

マ
ッ
サ
ー
ジ
室

浴
室
及
び
シ
ャ
ワ
ー
室

更
衣
室

運
営
室

更
衣
室

三
分
の
一
点
灯

二
分
の
一
点
灯

全
部
点
灯

内

野

照

度

三
〇
〇
ル
ク
ス

一

時

間

五
〇
〇
ル
ク
ス

一

時

間

七
五
〇
ル
ク
ス

一

時

間

一

時

間

一

時

間

一

時

間

一

時

間

一

日

一

日

一
室
一
時
間

一

室

一

日

一

時

間

一

時

間

一

時

間

一
、八
〇
〇
円

二
、五
〇
〇
円

三
、七
〇
〇
円

一
三
、〇
〇
〇
円

二
、六
〇
〇
円

一
〇
〇
円

五
〇
円

三
、七
〇
〇
円

二
五
〇
円

二
〇
〇
円

二
、一
五
〇
円

一
、五
五
〇
円

二
、一
〇
〇
円

三
、八
五
〇
円

　

高
等
学
校
の
生
徒
、
中
学
校
の
生
徒
、
小
学
校
の
児

童
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
並
び
に
幼
児
（
四
歳
か
ら

小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
者
を
い
う
。）
が

専
ら
利
用
す
る
場
合
の
使
用
料
の
額
は
、
上
記
使
用
料

の
額
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
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大
分
ス
ポ

ー
ツ
公
園

有
料
公
園
施

設
の
利
用
に

係
る
使
用
料

投
て
き
場

野
球
場

陸
上
競
技

用
具

フ
ィ
ー
ル
ド

本
部
・
役
員
室

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
室

附

属

設

備
シ
ャ
ワ
ー
設
備

放
送
設
備

ス
コ
ア
ボ
ー
ド
設
備

砲
丸

円
盤

や
り

ハ
ン
マ
ー

一

個

一

日

一

個

一

日

一

本

一

日

一

個

一

日

一

時

間

一

時

間

一

時

間

一

人

一

回

一

試

合

一

試

合

一
〇
〇
円

一
〇
〇
円

一
〇
〇
円

一
〇
〇
円

四
〇
〇
円

五
〇
〇
円

三
〇
〇
円

一
〇
〇
円

六
〇
〇
円

一
、四
〇
〇
円

　

高
等
学
校
の
生
徒
、
中
学
校
の
生
徒
、
小
学
校
の
児

童
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
並
び
に
幼
児
（
四
歳
か
ら

小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
者
を
い
う
。）
が

専
ら
利
用
す
る
場
合
の
使
用
料
の
額
は
、
上
記
使
用
料

の
額
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
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大
分
ス
ポ

ー
ツ
公
園

有
料
公
園
施

設
の
利
用
に

係
る
使
用
料

テ
ニ
ス

コ
ー
ト

サ　

ブ

競
技
場

一　
　

面

陸
上
競

技
用
具

フ
ィ
ー

ル
ド

個
人
使
用

す
る
場
合

専
用
使
用
す
る
場
合

個
人
使
用
す
る
場
合

専
用
使
用
す
る
場
合

棒
高
跳
び
用
具

走
り
高
跳
び
用
具

ハ
ー
ド
ル

ス
タ
ー
テ
ィ
ン
グ

ブ
ロ
ッ
ク

一

時

間

一

組

一

日

一

組

一

日

一

組

一

日

一

台

一

日

一

式

一

日

一

人

一

回

一

時

間

四
〇
〇
円

二
〇
〇
円

二
〇
〇
円

一
〇
〇
円

五
〇
円

二
〇
、〇
〇
〇
円

一
〇
〇
円

三
、〇
〇
〇
円

　

高
等
学
校
の
生
徒
、
中
学
校
の
生
徒
、
小
学
校
の
児

童
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
並
び
に
幼
児
（
四
歳
か
ら

小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
者
を
い
う
。）
が

専
ら
利
用
す
る
場
合
の
使
用
料
の
額
は
、
上
記
使
用
料

の
額
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

　

高
等
学
校
の
生
徒
、
中
学
校
の
生
徒
、
小
学
校
の
児

童
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
並
び
に
幼
児
（
四
歳
か
ら

小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
者
を
い
う
。）
が

専
ら
利
用
す
る
場
合
の
使
用
料
の
額
は
、
上
記
使
用
料

の
額
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
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大
分
ス
ポ

ー
ツ
公
園

有
料
公
園
施

設
の
利
用
に

係
る
使
用
料

大
芝
生

広
場
ス

テ
ー
ジ

の
附
属

設
備

多
目
的

運
動
広

場 テ
ニ
ス

コ
ー
ト

電
源
装
置

照
明
設
備

半　
　

面　

全　
　

面

管　

理　

棟　

運　

営　

棟

照　

明　

設　

備シ
ャ
ワ
ー
設
備

交
流
室

二
分
の
一
を
使
用
す
る
場
合

全
部
を
使
用
す
る
場
合

一

時

間

一

時

間

一

時

間

一

時

間

一

人

一

回

一

時

間

一

時

間

一

時

間

二
五
〇
ル
ク
ス

一
面
一
時
間

五
〇
〇
ル
ク
ス

一
面
一
時
間

一
五
〇
円

五
〇
円

六
〇
〇
円

一
、二
〇
〇
円

一
〇
〇
円

二
〇
〇
円

二
〇
〇
円

四
〇
〇
円

三
〇
〇
円

六
〇
〇
円

　

高
等
学
校
の
生
徒
、
中
学
校
の
生
徒
、
小
学
校
の
児

童
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
並
び
に
幼
児
（
四
歳
か
ら

小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
者
を
い
う
。）
が

専
ら
利
用
す
る
場
合
の
使
用
料
の
額
は
、
上
記
使
用
料

の
額
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
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財
団
法
人　

大
分
県
公
園
協
会

寄

附

行

為

第　

一　

章　
　

総　
　
　
　

則

　
（
名　
　
　

称
）

第　

一　

条　

こ
の
法
人
は
、
財
団
法
人
大
分
県
公
園
協
会
（
以
下
「
協
会
」
と
い
う
。）
と
い
う
。

　
（
事　

務　

所
）

第　

二　

条　

協
会
の
事
務
所
は
、
大
分
市
青
葉
町
一
番
地
に
置
く
。

　
（
目　
　
　

的
）

第　

三　

条　

協
会
は
、都
市
公
園
の
円
滑
な
管
理
運
営
に
寄
与
し
、都
市
公
園
の
効
果
的
な
利
用
の
増
進
を
図
り
、も
っ
て
住
民
福
祉
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　
（
事　
　
　

業
）

第　

四　

条　

協
会
は
、
前
条
の
目
的
を
達
す
る
た
め
に
、
次
の
事
業
を
行
う
。

　
　

⑴　

都
市
公
園
の
利
用
に
関
す
る
調
査
研
究
及
び
啓
発

　
　

⑵　

ス
ポ
ー
ツ
、
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
等
の
活
動
に
関
す
る
調
査
研
究
及
び
啓
発

　
　

⑶　

大
洲
総
合
運
動
公
園
の
管
理
業
務
の
代
行

　
　

⑷　

そ
の
他
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業

第　

二　

章　
　

資　

産　

及　

び　

会　

計

　
（
資
産
の
構
成
）

第　

五　

条　

協
会
の
資
産
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
も
っ
て
構
成
す
る
。

　
　

⑴
設
立
当
初
の
財
産
目
録
に
記
載
さ
れ
た
財
産

　
　

⑵　

寄
附
金
品
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⑶　

資
産
か
ら
生
ず
る
収
入

　
　

⑷　

事
業
に
伴
う
収
入

　
　

⑸　

そ
の
他
の
収
入

　
（
資
産
の
種
別
）

第　

六　

条　

資
産
は
、
基
本
財
産
及
び
運
用
財
産
の
２
種
と
す
る
。

　

２　

基
本
財
産
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
も
っ
て
構
成
す
る
。

　
　

⑴　

設
立
当
初
の
財
産
目
録
中
基
本
財
産
の
部
に
記
載
さ
れ
た
財
産

　
　

⑵　

基
本
財
産
と
す
る
こ
と
を
指
定
し
て
寄
附
さ
れ
た
財
産

　
　

⑶　

理
事
会
で
基
本
財
産
に
繰
り
入
れ
る
こ
と
を
議
決
し
た
財
産

　

３　

運
用
財
産
は
、
基
本
財
産
以
外
の
財
産
と
す
る
。

　
（
基
本
財
産
の
処
分
の
制
限
）

第　

七　

条　

基
本
財
産
は
、
こ
れ
を
処
分
し
、
又
は
担
保
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
理
事
会
に
お
い
て
、
理
事
の

　

三
分
の
二
以
上
の
同
意
を
得
、
か
つ
、
大
分
県
知
事
の
承
認
を
得
て
、
こ
れ
を
処
分
し
、
又
は
担
保
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
資
産
の
管
理
）

第　

八　

条　

資
産
は
、
理
事
長
が
管
理
し
、
そ
の
方
法
は
、
理
事
会
の
議
決
に
よ
り
定
め
る
。

　

２　

基
本
財
産
の
う
ち
現
金
は
、
郵
便
官
署
若
し
く
は
確
実
な
金
融
機
関
に
預
け
入
れ
、
信
託
会
社
に
信
託
し
、
又
は
国
債
、
公
債
そ
の
他
確
実
な
有
価
証
券
に
か
え
て
、

　
　

保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
経
費
の
支
弁
）

第　

九　

条　

協
会
の
経
費
は
、
運
用
財
産
を
も
っ
て
支
弁
す
る
。

　
（
予
算
及
び
決
算
）　

第　

十　

条　

協
会
の
収
支
予
算
は
、
年
度
開
始
前
に
理
事
会
の
議
決
に
よ
り
定
め
、
収
支
決
算
は
、
年
度
終
了
後
三
ヶ
月
以
内
に
、
そ
の
年
度
末
の
財
産
目
録
と
と
も
に
、

　

監
事
の
監
査
を
経
て
、
理
事
会
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
借　

入　

金
）

第　
十
一　
条　

協
会
は
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
理
事
会
の
議
決
を
得
て
、
第
十
九
条
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
決
定
し
た
借
入
金
限
度
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
運
用
財
産
の

　

長
期
借
入
れ
又
は
短
期
借
入
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
会
計
年
度
）

第　
十
二　
条　

協
会
の
会
計
年
度
は
、
毎
年
四
月
一
日
に
始
ま
り
、
翌
年
三
月
三
十
一
日
に
終
わ
る
。

第　

三　

章　
　

役　

員　

等

　
（
種
別
及
び
選
任
）

第　
十
三　
条　

協
会
に
、
次
の
役
員
を
置
く
。

　
　

⑴　

理
事　

九
人
以
内

　
　

⑵　

監
事　

二
人

　

２　

役
員
は
、
理
事
会
に
お
い
て
選
任
す
る
。

　

３　

理
事
は
、
互
選
に
よ
り
、
理
事
長
を
定
め
る
。

　

４　

理
事
及
び
監
事
は
、
相
互
に
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
（
職　
　
　

務
）

第　
十
四　
条　

理
事
は
、
理
事
会
を
構
成
し
、
会
務
の
執
行
を
決
定
す
る
。

　

２　

理
事
長
は
、
協
会
を
代
表
し
、
会
務
を
統
轄
す
る
。

　

３　

理
事
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
、
又
は
、
理
事
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
理
事
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
理
事
が
、
そ
の
職
務
を
代
行
す
る
。

　

４　

監
事
は
、
民
法
第
五
十
九
条
の
職
務
を
行
う
。

　
（
任　
　
　

期
）

第　
十
五　
条　

役
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
役
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

　

２　

役
員
は
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

３　

役
員
は
、
辞
任
し
た
場
合
又
は
任
期
満
了
の
場
合
に
お
い
て
も
、
後
任
者
が
就
任
す
る
ま
で
は
、
そ
の
職
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
解　
　
　

任
）

第　
十
六　
条　

役
員
に
役
員
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
行
為
が
あ
っ
た
と
き
は
、
理
事
会
に
お
い
て
理
事
三
分
の
二
以
上
の
同
意
に
よ
り
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
顧
問
及
び
参
与
）

第　
十
七　
条　

協
会
に
、
顧
問
及
び
参
与
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

　

２　

顧
問
及
び
参
与
は
、
理
事
会
で
推
せ
ん
さ
れ
た
者
の
う
ち
か
ら
理
事
長
が
委
嘱
す
る
。

　

３　

顧
問
は
、
協
会
の
事
業
に
つ
い
て
理
事
長
の
諮
問
に
応
ず
る
。

　

４　

参
与
は
、
協
会
の
事
業
に
つ
い
て
助
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第　

四　

章　
　

理　

事　

会

　
（
構　
　
　

成
）

第　
十
八　
条　

理
事
会
は
、
理
事
を
も
っ
て
構
成
す
る
。

　
（
権　
　
　

限
）

第　
十
九　
条　

理
事
会
は
、
こ
の
寄
附
行
為
に
別
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
事
項
を
議
決
す
る
。

　
　

⑴　

事
業
計
画
の
決
定

　
　

⑵　

事
業
報
告
の
承
認

　
　

⑶　

五
十
万
円
を
超
え
る
運
用
財
産
の
処
分

　
　

⑷　

毎
年
度
借
入
金
の
借
入
限
度
額
の
決
定

　
　

⑸　

諸
規
定
の
判
定
及
び
改
廃

　
　

⑹　

そ
の
他
協
会
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
重
要
な
事
項

　
（
招　
　
　

集
）

第　
二
十　
条　

理
事
会
は
、
理
事
長
が
招
集
す
る
。

　

２　

理
事
長
が
必
要
と
認
め
た
と
き
、
又
は
理
事
の
三
分
の
一
以
上
若
し
く
は
監
事
か
ら
会
議
の
目
的
た
る
事
項
を
示
し
て
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
理
事
長
は
、
速
や

　
　

か
に
理
事
会
を
招
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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３　

理
事
会
を
招
集
す
る
に
は
、
理
事
に
対
し
、
会
議
の
目
的
た
る
事
項
及
び
そ
の
内
容
並
び
に
日
時
及
び
場
所
を
示
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
文
書
を
も
っ
て
通
知
し
な
け

　
　

れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
議　
　
　

長
）

第
二
十
一
条　

理
事
会
の
議
長
は
、
理
事
長
が
こ
れ
に
あ
た
る
。

　
（
定　

足　

数
）

第
二
十
二
条　

理
事
会
は
、
理
事
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
開
会
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
（
議　
　
　

決
）

第
二
十
三
条　

理
事
会
の
議
事
は
、
こ
の
寄
附
行
為
に
別
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
出
席
理
事
の
過
半
数
の
同
意
を
も
っ
て
決
し
、
可
否
同
数
の
場
合
は
、
議
長
の
決
す

　

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　

２　

監
事
及
び
顧
問
は
、
会
議
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
書
面
表
決
等
）

第
二
十
四
条　

や
む
を
得
な
い
理
由
の
た
め
、
会
議
に
出
席
で
き
な
い
理
事
は
あ
ら
か
じ
め
通
知
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
、
書
面
を
も
っ
て
表
決
し
、
又
は
他
の
理
事
を
代

　

理
人
と
し
て
表
決
を
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
出
席
し
た
も
の
と
み
な
す
。

　

２　

軽
易
な
事
項
で
、
か
つ
、
緊
急
を
要
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
理
事
会
を
招
集
す
る
こ
と
な
く
、
持
ち
回
り
に
よ
っ
て
議
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
議　

事　

録
）

第
二
十
五
条　

理
事
会
の
議
事
に
つ
い
て
は
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
議
事
録
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

⑴　

会
議
の
日
時
及
び
場
所

　
　

⑵　

理
事
の
現
在
数

　
　

⑶　

会
議
に
出
席
し
た
理
事
の
氏
名
（
書
面
表
決
者
及
び
表
決
委
任
者
を
含
む
。）

　
　

⑷　

議
決
事
項

　
　

⑸　

議
事
の
経
過

　

２　

議
事
録
に
は
、
出
席
理
事
の
中
か
ら
、
そ
の
会
議
に
お
い
て
選
出
さ
れ
た
議
事
録
署
名
人
二
人
以
上
が
、
議
長
と
と
も
に
署
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第　

五　

章　
　

事　

務　

局

　
（
設　
　
　

置
）

第
二
十
六
条　

協
会
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
事
務
局
を
置
く
。

　
（
事　

務　

局
）

第
二
十
七
条　

事
務
局
に
、
事
務
局
長
そ
の
他
の
職
員
を
置
き
、
理
事
長
が
任
免
す
る
。

　

２　

事
務
局
長
は
、
事
務
局
を
統
轄
す
る
。

　
（
組
織
及
び
管
理
）

第
二
十
八
条　

事
務
局
の
組
織
及
び
管
理
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
理
事
会
の
議
決
を
経
て
別
に
定
め
る
。

第　

六　

章　
　

寄
附
行
為
の
変
更
及
び
解
散

　
（
寄
附
行
為
の
変
更
）

第
二
十
九
条　

こ
の
寄
附
行
為
は
、
理
事
会
に
お
い
て
理
事
三
分
の
二
以
上
の
同
意
を
経
、
大
分
県
知
事
の
認
可
を
得
な
け
れ
ば
、
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
（
解
散
及
び
残
余
財
産
の
処
分
）

第　
三
十　
条　

協
会
は
、
民
法
第
六
十
八
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
四
号
ま
で
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
理
事
会
に
お
い
て
、
理
事
の
四
分
の
三
以
上
の
同
意
を
得
、
大
分
県
知

　

事
の
許
可
が
あ
っ
た
と
き
解
散
す
る
。

　

２　

解
散
の
と
き
に
存
す
る
残
余
財
産
は
、
理
事
会
の
議
決
を
経
、
大
分
県
知
事
の
許
可
を
得
て
、
大
分
県
知
事
及
び
大
分
市
に
寄
附
す
る
も
の
と
す
る
。

第　

七　

章　
　

雑　
　
　

則

　
（
委　
　
　

任
）

第
三
十
一
条　

こ
の
寄
附
行
為
の
施
行
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
理
事
会
の
議
決
を
経
て
別
に
定
め
る
。
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附　
　
　

則

１　

協
会
設
立
当
初
の
役
員
は
、
第
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
紙
役
員
名
簿
の
と
お
り
と
し
、
そ
の
任
期
は
第
十
五
条
第
一
項
本
文
の
規
定

　

に
か
か
わ
ら
ず
、
昭
和
五
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

２　

協
会
の
設
立
初
年
度
及
び
次
年
度
の
事
業
計
画
及
び
収
支
予
算
は
、
第
十
条
及
び
第
十
九
条
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
設
立
者
の
定
め
に
よ
る
こ
と
。

３　

協
会
の
設
立
当
初
の
会
計
年
度
は
、
第
十
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
設
立
許
可
の
あ
っ
た
日
か
ら
昭
和
五
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

附　
　
　

則

こ
の
変
更
寄
附
行
為
は
、
昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附　
　
　

則

こ
の
変
更
寄
附
行
為
は
、
平
成
三
年
四
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附　
　
　

則

こ
の
変
更
寄
附
行
為
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附　
　
　

則

こ
の
変
更
寄
附
行
為
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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